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はじめに 

 
 本報告書は、令和５年度設置の「ICTを活用した労働災害防止対策のあり方に関する検

討委員会」（建山和由委員長）の検討結果をとりまとめたものです。 

  

本委員会では、建設工事現場において ICT を活用することによる安全衛生水準の向上に

資する情報収集・活用方法について、平成 29年度より検討を行ってきたところ、その成果

である「労働災害防止のための ICT 活用データベース」においては、令和６年３月現在、

294 件の事例を掲載し、当協会において広く周知、活用促進を図っているところです。 

 

近年、ICT・デジタル技術の進展により遠隔地から作業現場を視認することが技術的に可

能となっており、この技術を活用した特定元方事業者による作業場所の巡視について、遠隔

巡視で可能となるよう、建設業界からのニーズが高まっているところです。 

 

このため、本委員会の下に「特定元方事業者による遠隔巡視のあり方検討作業部会」を設

置し、厚生労働省との連携協力により、特定元方事業者による巡視で確認すべき事項を整理

の上、ICT を活用した遠隔巡視の可能性及び導入に当たって安全水準の低下など留意すべき

事項について検討を行いました。 

 

検討に当たっては、ICT ベンダー及び建設事業者へのヒアリング調査を実施し、最新の

ICT・デジタル技術の動向を踏まえ、作業場所の巡視についての現状把握、遠隔巡視のメリ

ットデメリット、導入に当たっての課題等を洗い出した上で、対応の方向性をとりまとめた

ところです。 

 

作業場所の巡視に遠隔巡視を導入するに当たっては、ICT・デジタル技術の優位な点や限

界を理解した上で、一定の要件のもとで遠隔巡視を選択肢の一つとして、従来からの直接現

場巡視と同等の安全衛生水準が確保される場合に限り利用することが必要と考えられます。 

 

今後の ICT・デジタル技術の進展に伴い、遠隔巡視の活用が、移動時間の削減や人手不足

等の課題を抱える事業者の負担軽減の観点からニーズも増えてくると思われますが、安全水

準の維持向上に向け、バランスの取れた形での活用が望まれます。 

 

最後に、建山和由委員長及び玉手聡作業部会長をはじめ、各委員、オブザーバーの皆様に

は多大なご尽力をいただき、心より御礼を申し上げるとともに、実態調査に御協力いただき

ました関係者の会員の皆様にも、重ねて御礼申し上げます。 

 

令和６年３月 

建設業労働災害防止協会 
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第 1 章 委員会、作業部会の設置及び検討経緯 

 

１１．．委委員員会会のの設設置置  

  

１１．．１１  趣趣旨旨・・目目的的  

標記委員会では平成 29年度に設置以来、建設工事現場において ICT を活用することによ

る安全衛生水準の向上に資する情報収集・活用方法について検討を行ってきた。その成果と

して、現場における ICTの活用事例、研究開発事例を 300件近くデータベースとして蓄積、

情報開示により、広く周知、活用促進を図っているところである。併せて、建設工事現場の

VR 安全衛生教育プログラムの開発や、「新ヒヤリハット報告」のデジタル化を切り口とし

た新たな安全衛生管理の方向性（DX）等の検討を行ってきた。 

近年、ICTの進歩により遠隔地から作業現場を視認することが技術的に可能となっており、

建設業界からこの技術を活用した、特定元方事業者による作業場所を巡視することを遠隔

巡視で可能とするよう要望されているところである。 

このため、昨年度、検討委員会の下に作業部会（WG）を設置し、特定元方事業者による巡

視で確認すべき事項を整理の上、ICTを活用した遠隔巡視の可能性及び導入にあたって安全

水準の低下など留意すべき事項について議論及び関係者ヒアリング調査を行い、遠隔巡視の

あり方、活用の可能性、メリットデメリット等現状の課題について、中間的にとりまとめた

ところである。 

こうした状況を踏まえ、本年度は、特定元方事業者による作業場所の巡視について、ICT

を活用した遠隔巡視により現場を把握する方法手法（機器等）の要件、遠隔巡視を行う場合

の人手不足等の課題にも対応しつつ、現場巡視や作業のリスクの程度等状況に応じた両者

の最適な組み合わせをいかに図っていくかについて、検討する。 

もって、建設工事現場における生産性の向上及び安全衛生水準の向上を希求し、労働災害

防止に資するものとする。 
 

１１．．２２  検検討討事事項項  

（1） 遠隔巡視により現場を把握する方法手法（機器等）の要件 

（2） 遠隔巡視を行う場合の人的な課題と対応策 

（3） 現場巡視や作業のリスクの程度等状況に応じた遠隔巡視と直接巡視の組み合わせ 

（4） その他  
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１１．．３３  委委員員名名簿簿  

 
○建山 和由   立命館大学 総合科学技術研究機構 教授 

蒔苗 耕司   公立大学法人宮城大学 創造・開発学系／事業構想学群 教授 

玉手 聡    独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 
労働災害調査分析センター長（併）建設安全研究グループ 部長 

平野 良雄   労働安全コンサルタント（元 厚生労働省 労働基準局安全衛生部長） 

伊藤 勝啓   清水建設株式会社 安全環境本部 顧問 

伊藤 光生   株式会社竹中工務店 安全環境本部長 
          （一般社団法人全国建設業協会推薦） 

岡林 大二郎  一般社団法人日本建設機械施工協会 業務部 業務部長 

＜オブザーバー＞ 

脇坂 誠    建設労務安全研究会 事務局長 

濱島 京子   独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 

統括研究員 

＜国土交通省・厚生労働省＞ 

高見 泰彦   国土交通省 大臣官房 技術調査課 課長補佐 

荒井 満    国土交通省 大臣官房 技術調査課 工事監視官 

下田 一朗   国土交通省 大臣官房 参事官（イノベーション）グループ 

施工企画室 課長補佐 

佐藤 誠    厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課 

 主任中央産業安全専門官 

福井 令以   厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課  

建設安全対策室 技術審査官 

＜事務局＞ 

井上 仁    建設業労働災害防止協会 専務理事 

西田 和史   建設業労働災害防止協会 技術管理部長 

土屋 良直   建設業労働災害防止協会 技術管理部 上席調査役 

堀田 光乃   建設業労働災害防止協会 技術管理部 計画課（兼） 

化学物質対策センター 業務課長 

野口 円果   建設業労働災害防止協会 技術管理部 計画課員 

※ 〇印は、委員長                       （順不同・敬称略） 
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２２．．作作業業部部会会のの設設置置  

  

２２．．１１  趣趣旨旨・・目目的的  

標記委員会は平成 29年度に設置以来、建設工事現場において ICTを活用することによる

安全衛生水準の向上に資する情報収集・活用方法について検討を行ってきた。その成果とし

て、現場における ICT の活用事例、研究開発事例を 300 件近くデータベースとして蓄積、

情報開示により、広く周知、活用促進を図っているところである。 

近年、ICTの進歩により遠隔地から作業現場を視認することが技術的に可能となっており、

建設業界から労働安全衛生法第 30条第１項第３号に基づく、特定元方事業者による作業場

所の巡視について、ICTを活用した遠隔巡視を可能とするよう要望されているところである。 

このため、昨年度、検討委員会の下に作業部会（WG）を設置し、特定元方事業者による巡

視で確認すべき事項を整理の上、ICTを活用した遠隔巡視の可能性及び導入に当たって、留

意すべき事項について検討及びヒアリング調査を行い、遠隔巡視のあり方について、活用の

可能性、メリットデメリット等現状の課題を中間的にとりまとめたところである。 

こうした状況を踏まえ、本年度は、特定元方事業者による作業場所の巡視について、安全

水準を維持向上させるため、直接現場巡視を補い合える遠隔巡視のメリットを生かした形で

活用する方法とともに、人手不足等の課題にも対応しつつ、両者の最適な組み合わせをいか

に図っていくかについて、検討することとした。 
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（4） その他上記に関連する事項 
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※ 〇印は、委員長                       （順不同・敬称略） 
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２２．．作作業業部部会会のの設設置置  

  

２２．．１１  趣趣旨旨・・目目的的  

標記委員会は平成 29年度に設置以来、建設工事現場において ICTを活用することによる

安全衛生水準の向上に資する情報収集・活用方法について検討を行ってきた。その成果とし

て、現場における ICT の活用事例、研究開発事例を 300 件近くデータベースとして蓄積、

情報開示により、広く周知、活用促進を図っているところである。 

近年、ICTの進歩により遠隔地から作業現場を視認することが技術的に可能となっており、

建設業界から労働安全衛生法第 30条第１項第３号に基づく、特定元方事業者による作業場

所の巡視について、ICTを活用した遠隔巡視を可能とするよう要望されているところである。 

このため、昨年度、検討委員会の下に作業部会（WG）を設置し、特定元方事業者による巡

視で確認すべき事項を整理の上、ICTを活用した遠隔巡視の可能性及び導入に当たって、留

意すべき事項について検討及びヒアリング調査を行い、遠隔巡視のあり方について、活用の

可能性、メリットデメリット等現状の課題を中間的にとりまとめたところである。 

こうした状況を踏まえ、本年度は、特定元方事業者による作業場所の巡視について、安全

水準を維持向上させるため、直接現場巡視を補い合える遠隔巡視のメリットを生かした形で

活用する方法とともに、人手不足等の課題にも対応しつつ、両者の最適な組み合わせをいか

に図っていくかについて、検討することとした。 

 

２２．．２２  検検討討事事項項  

（1） 遠隔巡視により現場を把握する方法手段（機器等）の要件 

（2） 遠隔巡視を行う場合の人的な課題と対応策 

（3） 現場規模や作業のリスクの程度等状況に応じた遠隔巡視と直接現場巡視の組み合わせ 

（4） その他上記に関連する事項 
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２２．．３３  委委員員名名簿簿  

 

○玉手 聡    独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 

労働災害調査分析センター長（併）建設安全研究グループ 部長  

伊藤 勝啓   清水建設株式会社 安全環境本部 顧問 

伊藤 光生   株式会社竹中工務店 安全環境本部長 

                  （一般社団法人全国建設業協会推薦） 

吉田 伸司   大和ハウス工業株式会社 本社 技術統括本部 安全部 部長 

（一般社団法人住宅生産団体連合会推薦） 

＜オブザーバー＞ 

竹中 正紀   大和ハウス工業株式会社 本社 技術統括本部 建設 DX推進部 次長 

（一般社団法人住宅生産団体連合会推薦） 

脇坂 誠    建設労務安全研究会 事務局長 

＜厚生労働省＞ 

佐藤 誠    厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課  

主任中央産業安全専門官 

福井 令以   厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対策室 

技術審査官 

＜事務局＞ 

井上 仁    建設業労働災害防止協会 専務理事 

西田 和史   建設業労働災害防止協会 技術管理部長 

土屋 良直   建設業労働災害防止協会 技術管理部 上席調査役 

堀田 光乃   建設業労働災害防止協会 技術管理部 計画課長 

野口 円果   建設業労働災害防止協会 技術管理部 計画課員 

※※ 〇印は、座長                        （順不同・敬称略）  
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３３．．検検討討のの経経緯緯  

  

第１回作業部会（WG） 

 

日時 令和５年７月 19日 10：00～12：00 

場所 三田鈴木ビル５階 建災防会議室 

 

議題 

(1) 検討経緯 

 

(2) 中小建設業者に対するヒアリング調査（案） 

 
(3) その他 

 

配布資料 

資料№1-1  令和５年度 ICTを活用した労働災害防止対策のあり方に関する検討委員会 

特定元方事業者による遠隔巡視のあり方検討作業部会（WG）開催要綱・委員名簿 

 

資料№1-2  令和４年度  ICT を活用した労働災害防止対策のあり方に関する検討委員会 

「特定元方事業者による遠隔巡視のあり方検討」中間報告 検討経緯抜粋 

 

資料№1-3  遠隔巡視に関する最近の動向 

       （日本経済団体連合会要望、安全スタッフ 7.1） 

 

資料№1-4  中小建設業者に対するヒアリング調査（案） 

 

資料№1-5  今後のスケジュール 
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中小建設事業者へのヒアリング調査（計 7回） 

 

1回目 

日時 令和５年９月 25日 13：30～15：00 

場所 A社 本社 （25人、建築・低層住宅工事） 

 

2回目 

日時 令和５年 10月 12日 10：00～11：30 

場所 B社 本社 （B1 82人、建築工事、B2 26人、建築修繕工事） 

 

3回目 

日時 令和５年 10月 12日 13：45～15：15 

場所 C社 （200人、土木・建築工事） 現場（マンション修繕工事）事務所 

 

4回目 

日時 令和５年 10月 17日 13：30～15：00 

場所 D社 事業所（219人、土木・建築工事、ICT 活用） 

 

5回目 

日時 令和５年 11月 16日 14：00～15：30 

場所 E社 本社（1053人、建築・低層住宅工事） 

 

6回目 

日時 令和５年 11月 21日 10：00～11：30 

場所  F社 本社 （250人、低層住宅工事） 

 

7回目 

日時 令和５年 11月 21日 14：30～16：00 

場所 G社 本社 （50人、低層住宅工事） 
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（以下、各回共通） 

議題 

(1) 特定元方事業者による遠隔巡視のあり方検討について 

(2) 中小建設事業場へのヒアリング調査 

(3) その他ご意見等 
 

配布資料 

資料№１   特定元方事業者による遠隔巡視のあり方検討について 説明資料 

 

資料№２   中小規模建設事業者に対するヒアリング調査 実施要領 

 

資料№３   中小規模建設事業者向けヒアリング項目 調査票 

 

資料№４   令和４年度 ICT を活用した労働災害防止対策のあり方に関する検討委員会

「特定元方事業者による遠隔巡視のあり方検討」中間報告 検討経緯抜粋 
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第２回作業部会（WG） 

 

日時 令和５年 12月６日 9：30～12：00 

場所 三田鈴木ビル７階 建災防会議室 

 

議題 

(1) 第１回「特定元方事業者による遠隔巡視のあり方検討作業部会（WG）」議事概要(案)に 

ついて 

 

(2) 中小建設業者に対するヒアリング調査結果について 

 
(3) ヒアリング調査結果踏まえた検討、対応策案について 

 

(4) 報告書案について 

 

(5) その他 

 

配布資料 

資料№2-1  令和５年度 ICTを活用した労働災害防止対策のあり方に関する検討委員会 

第１回 特定元方事業者による遠隔巡視のあり方検討作業部会（WG） 

議事概要（案） 

 

資料№2-2① 中小建設事業者ヒアリング調査結果概要（７社） 

       ② ヒアリング調査結果一覧表（７社） 

           ③ 各社のヒアリング調査結果 

       ④ 大和ハウス調査資料 

  

資料№2-3  ヒアリング調査結果踏まえた検討、対応策案 

 

資料№2-4  報告書案 

 

資料№2-5  今後のスケジュール 

 

参考資料 2-1  主任技術者選任要件 

【国土交通省近畿地方整備局資料抜粋】 

「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者（最終改訂:令和５年９月）」 

 

参考資料 2-2  木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害発生状況 
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作業部会（WG）打合せ 

 

日時 令和５年 12月 20日 9：30～12：00 

場所 安全衛生総合会館 14階 建災防会議室 

 

議題 

(1) 第２回「特定元方事業者による遠隔巡視のあり方検討作業部会（WG）」議事概要(案)について 

 

(2) 中小建設事業者へのヒアリング調査結果踏まえた対応策案について 

 

(3) 遠隔巡視検討報告書案等について 

 

(4) その他 

 

配布資料 

資料№１  令和５年度 ICTを活用した労働災害防止対策のあり方に関する検討委員会 

第２回 特定元方事業者による遠隔巡視のあり方検討作業部会（WG） 

議事概要（案） 

 

資料№２  中小建設事業者へのヒアリング調査結果踏まえた対応策案 

  

資料№３  遠隔巡視検討報告書骨子案 

 

資料№４  遠隔巡視検討報告書案 

 

参考資料  作業主任者の種類別資格表 
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第２章 特定元方事業者による遠隔巡視のあり方検討 

報告書 

 昨年度より、特定元方事業者による遠隔巡視のあり方検討を始め、大手総合工事業者等関

係者へのヒアリング調査を行い、遠隔巡視のメリットデメリット等導入に当たっての課題を

取りまとめた。 

今年度は、作業場所の巡視について、人手不足対応等遠隔で行う場合のメリットに着目

し、安全水準の維持向上の観点から、直接と遠隔の最適な組み合わせの方向性を検討するた

め、地域の中小総合工事業の特定元方事業者からヒアリング調査を行い、「特定元方事業者

による遠隔巡視のあり方検討報告書」を取りまとめた。 
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はは  じじ  めめ  にに  

 

近年、ICT・デジタル技術の進展により遠隔地から作業現場を視認することが技術的

に可能となっている。こうした中、特定元方事業者による作業場所の巡視（以下「作業場

所の巡視」という。）について、定点カメラやモバイルカメラ*等 ICT・デジタル技術を活用

した遠隔からの巡視（以下「遠隔巡視」という。）が可能となるよう、建設業界からのニー

ズが高まっていた。また、政府においても見直しの方針が示されたことから、建設業労

働災害防止協会では、令和４年度に「ICT を活用した労働災害防止対策のあり方に関

する検討会」の下に「特定元方事業者による遠隔巡視のあり方検討作業部会」を設置し

た。同作業部会では、厚生労働省との連携協力により、特定元方事業者による巡視で

確認すべき事項を整理の上、ICT・デジタル技術を活用した遠隔巡視の可能性及び導

入に当たって安全水準の課題など留意すべき事項について、2 カ年かけて検討を行っ

てきた。 

検討に当たっては、 

１） 特定元方事業者による巡視で確認すべき事項の整理 

２） 巡視に活用可能な ICT・デジタル技術の動向と課題 

３） ICT・デジタル技術を活用した遠隔巡視の可能性 

等について、同作業部会で議論の上、ICT・デジタル技術ベンダー、建設現場の元方事

業者及び関係請負人に対してヒアリング調査を実施し、最新の ICT・デジタル技術の動

向を踏まえ、作業場所の巡視についての現状把握とともに遠隔巡視のメリット、デメリッ

ト、導入に当たっての課題、検討事項等を洗い出した。 

その上で、遠隔巡視導入に向けた課題、検討事項等に対して、中小建設事業者への

ヒアリング調査により意見聴取を行い、これまでの検討と併せて、対応の方向性を取り

まとめたところである。 

作業場所の巡視に遠隔巡視を導入するに当たっては、ICT・デジタル技術の優位な

点や限界を理解した上で、一定の要件のもとで遠隔巡視を選択肢の一つとして、従来

からの直接現場に出向く方法による作業場所の巡視（以下、「直接現場巡視」という。）

と同等の安全衛生水準が確保される場合に限り利用することが必要と考えられる。 

* 「モバイルカメラ」 

本報告書では、カメラ機能及び通信機能が備わっている携帯端末をいう。 
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１１．．作作業業場場所所のの巡巡視視をを取取りり巻巻くく IICCTT・・デデジジタタルル技技術術活活用用にに係係るる課課題題とと政政府府  

方方針針等等  

（（１１））作作業業場場所所のの巡巡視視でで直直面面すするる課課題題  

建設業法における主任技術者の専任を要しない戸建て住宅等の小規模な建設工

事（請負金額が８千万円未満の建設工事）において、特定元方事業者の現場責任者

は通常複数の現場を同時に管理している。その場合、毎作業日に全ての作業場所を

巡視しなければならないが、作業場間の移動に時間がかかる、適切なタイミングで巡

視が出来ないといった課題があり、働き方改革への対応と相まって、業務の効率化が

求められている。大規模な工事現場内での移動についても同様の課題がある。 

一方で、近年、技術の進展によりリモートワークが急速に普及し、作業場所の巡視

についても、遠隔巡視のニーズが高まっている。 

 

（（２２））IICCTT・・デデジジタタルル技技術術活活用用にに係係るる政政府府方方針針、、工工程程表表等等  

ア 「特定元方事業者による作業場所の巡視」に係る政府方針 

デジタル臨時行政調査会（会長 内閣総理大臣）第 4 回会合（令和 4 年 6 月 3

日開催）において、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン（案）」として、

アナログ規制の見直しの基本的考え方が示され、了承が得られた。 

同プラン（案）において、「労働安全衛生法第 30 条第 1 項第 3 号及び労働安全

衛生規則第 637 条に基づく「特定元方事業者による作業場所の巡視」」について、

上記基本的考え方に基づき、「定点カメラやモバイルカメラを活用した遠隔監視に

よる巡視を認めることにより、安全性を確保しつつ、人手不足の課題を抱える事業

者の負担軽減等を図る。」こととされた。 

 

イ 政府方針の工程表 

同調査会第 6回会合（令和 4年 12月 21日開催）において、「デジタル原則を踏ま

えたアナログ規制の見直しにかかる工程表」が示され、この中で、「特定元方事業

者が講ずべき作業場所の巡視」の見直しについて、令和 6 年 4 月から 6 月を目途

に告示・通知・通達等の発出又は改正を行うこととされた。 
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１１．．作作業業場場所所のの巡巡視視をを取取りり巻巻くく IICCTT・・デデジジタタルル技技術術活活用用にに係係るる課課題題とと政政府府  

方方針針等等  

（（１１））作作業業場場所所のの巡巡視視でで直直面面すするる課課題題  

建設業法における主任技術者の専任を要しない戸建て住宅等の小規模な建設工

事（請負金額が８千万円未満の建設工事）において、特定元方事業者の現場責任者

は通常複数の現場を同時に管理している。その場合、毎作業日に全ての作業場所を

巡視しなければならないが、作業場間の移動に時間がかかる、適切なタイミングで巡

視が出来ないといった課題があり、働き方改革への対応と相まって、業務の効率化が

求められている。大規模な工事現場内での移動についても同様の課題がある。 

一方で、近年、技術の進展によりリモートワークが急速に普及し、作業場所の巡視

についても、遠隔巡視のニーズが高まっている。 

 

（（２２））IICCTT・・デデジジタタルル技技術術活活用用にに係係るる政政府府方方針針、、工工程程表表等等  

ア 「特定元方事業者による作業場所の巡視」に係る政府方針 

デジタル臨時行政調査会（会長 内閣総理大臣）第 4 回会合（令和 4 年 6 月 3

日開催）において、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン（案）」として、

アナログ規制の見直しの基本的考え方が示され、了承が得られた。 

同プラン（案）において、「労働安全衛生法第 30 条第 1 項第 3 号及び労働安全

衛生規則第 637 条に基づく「特定元方事業者による作業場所の巡視」」について、

上記基本的考え方に基づき、「定点カメラやモバイルカメラを活用した遠隔監視に

よる巡視を認めることにより、安全性を確保しつつ、人手不足の課題を抱える事業

者の負担軽減等を図る。」こととされた。 

 

イ 政府方針の工程表 

同調査会第 6回会合（令和 4年 12月 21日開催）において、「デジタル原則を踏ま

えたアナログ規制の見直しにかかる工程表」が示され、この中で、「特定元方事業

者が講ずべき作業場所の巡視」の見直しについて、令和 6 年 4 月から 6 月を目途

に告示・通知・通達等の発出又は改正を行うこととされた。 

3 

 

２２．．作作業業場場所所のの巡巡視視のの意意義義・・役役割割とと遠遠隔隔巡巡視視にによよるる方方法法  

（（１１））作作業業場場所所のの巡巡視視のの意意義義とと役役割割  

ア 労働安全衛生法令上の規定 

「特定元方事業者による作業場所の巡視」については、労働安全衛生法第 30条

第 1項第 3号において、 

「特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所におい

て行われることによって生ずる労働災害を防止するために講ずべき必要な措置」 

と定められている。また、作業場所の巡視の頻度について、労働安全衛生規則第

637 条第 1 項において、毎作業日に少なくとも 1 回行わなければならないとされて

いる（作業場所の巡視に関する関係法令（巻末参考資料 1））。 

 

イ 作業場所の巡視で確認すべき事項等 

① 作業場所の巡視で確認すべき事項として、 

・安全工程打合せ会に基づいて行われた作業間の連絡調整の状況の確認 

・不安全状態や不安全行動の是正とその指導 

・工事の進捗状況の把握 

などを重点に行うこととされている。 

（「元方による建設現場安全管理指針」の具体的進め方」（建災防発行(巻末参考資料 1）) 

 

② 具体的な巡視の対象として、次に掲げる状況を確認することとされている。 

（建災防発行「安全施工サイクル」（巻末参考資料 2））。 

・各種作業員の配置と作業状況 

・設備、機械などの保安状況 

・作業現場の環境状況 

・第三者に対する保安設備など防災対策の状況 

・搬入する資材、機・器材の状況 

・元請、職長、作業主任者などの作業員に対する監督状況 

 

③ これら確認すべき事項から、労働災害防止に直結するものとしては、 

・事前打ち合わせ（安全工程打ち合わせ会、災害防止協議会、朝礼等）に基づく

作業間連絡調整の状況の確認 

・設備や資材等の不安全状態や各種作業員の配置、作業状況等の不安全行動 

の是正とその指導 

の 2点に集約され、元方事業者が直接作業現場に出向いて巡視を行うことによ

り、作業間連絡調整等の状況確認のみならず、その場で即時是正指導と事後的

な改善指導を行うことが求められる。 
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ウ 作業場所の巡視の副次的な効果 

作業場所の巡視により、現場作業者の安全意識の向上、元方事業者と関係請負

人とのコミュニケーション円滑化、信頼関係醸成、作業者の能力向上等の効果が期

待される。 

また、今後の安全作業工程について、現地の関係請負人とのすり合わせ調整の効

果もある。 

以上のことから、作業場所の巡視とは、元方事業者が実際に現場に出向くことによ

り、作業間の連絡調整等の状況確認や不安全行動・状態の是正指導、改善指示を

行うことで、関係請負人（職長・安全衛生責任者等）との信頼関係を高め、現場関係

者の安全意識や能力向上を図る効果が得られる、現場に根差した安全活動と捉える

ことができる。 

 

（（２２））遠遠隔隔巡巡視視にに必必要要なな要要素素  

作業場所の巡視については、その目的を達成するために、直接現場巡視による方

法が、（１）で整理した確認すべき事項等を遠隔巡視で行う場合に必要な要素としては、

次の 3点が挙げられる。 

① 連絡調整や不安全状況・行動等の確認把握といった認知・感覚的要素 

② その場で不安全状況・行動に対する声掛け等による指導等対話的要素 

③ 点検記録に基づくその後の改善指示等伝達機能要素 

これらの要素に対して、遠隔巡視の導入により、安全水準を低下させずに行えるか

が重要課題となる。 

そこで、遠隔巡視の具体的な方法や定点カメラ、モバイルカメラ、Web 会議システム

等必要な機材などの要件を明確にすることで、現在の ICT・デジタル技術で、遠隔巡視

が直接現場巡視と同様に行われることが必要となる。 

 

（（３３））IICCTT・・デデジジタタルル技技術術のの活活用用ににつついいてて遠遠隔隔臨臨場場とと遠遠隔隔巡巡視視のの対対比比  

ア 遠隔臨場の方法 

ICT・デジタル技術活用による遠隔監視の先行事例として、国土交通省による遠

隔臨場が既に導入されている。 

「建設現場における遠隔臨場の実施要領」（令和 5 年 3 月（巻末参考資料 3））に

おいて、「遠隔臨場とは、動画撮影用のカメラ（モバイルカメラ等）によって取得した

映像及び音声を利用し、遠隔地から Web 会議システム等を介して、公共工事の建

設現場において発注者である監督職員による「段階確認」「材料確認」「立会」を行う

ことをいう。」とされている。ここで示された動画撮影用のカメラや Web 会議システム

等については、「同要領７．参考資料の 7.1 参考値」において、で映像・音声、通信

速度、通信環境等の仕様要件（巻末参考資料 3）として定められている。 
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ウ 作業場所の巡視の副次的な効果 

作業場所の巡視により、現場作業者の安全意識の向上、元方事業者と関係請負

人とのコミュニケーション円滑化、信頼関係醸成、作業者の能力向上等の効果が期

待される。 

また、今後の安全作業工程について、現地の関係請負人とのすり合わせ調整の効

果もある。 

以上のことから、作業場所の巡視とは、元方事業者が実際に現場に出向くことによ

り、作業間の連絡調整等の状況確認や不安全行動・状態の是正指導、改善指示を

行うことで、関係請負人（職長・安全衛生責任者等）との信頼関係を高め、現場関係

者の安全意識や能力向上を図る効果が得られる、現場に根差した安全活動と捉える

ことができる。 

 

（（２２））遠遠隔隔巡巡視視にに必必要要なな要要素素  

作業場所の巡視については、その目的を達成するために、直接現場巡視による方

法が、（１）で整理した確認すべき事項等を遠隔巡視で行う場合に必要な要素としては、

次の 3点が挙げられる。 

① 連絡調整や不安全状況・行動等の確認把握といった認知・感覚的要素 

② その場で不安全状況・行動に対する声掛け等による指導等対話的要素 

③ 点検記録に基づくその後の改善指示等伝達機能要素 

これらの要素に対して、遠隔巡視の導入により、安全水準を低下させずに行えるか

が重要課題となる。 

そこで、遠隔巡視の具体的な方法や定点カメラ、モバイルカメラ、Web 会議システム

等必要な機材などの要件を明確にすることで、現在の ICT・デジタル技術で、遠隔巡視

が直接現場巡視と同様に行われることが必要となる。 

 

（（３３））IICCTT・・デデジジタタルル技技術術のの活活用用ににつついいてて遠遠隔隔臨臨場場とと遠遠隔隔巡巡視視のの対対比比  

ア 遠隔臨場の方法 

ICT・デジタル技術活用による遠隔監視の先行事例として、国土交通省による遠

隔臨場が既に導入されている。 

「建設現場における遠隔臨場の実施要領」（令和 5 年 3 月（巻末参考資料 3））に

おいて、「遠隔臨場とは、動画撮影用のカメラ（モバイルカメラ等）によって取得した

映像及び音声を利用し、遠隔地から Web 会議システム等を介して、公共工事の建

設現場において発注者である監督職員による「段階確認」「材料確認」「立会」を行う

ことをいう。」とされている。ここで示された動画撮影用のカメラや Web 会議システム

等については、「同要領７．参考資料の 7.1 参考値」において、で映像・音声、通信

速度、通信環境等の仕様要件（巻末参考資料 3）として定められている。 
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ただし、いずれの行為も、監督職員が十分な情報を得られないと判断する場合に

は、受注者にその旨を伝え、機器の調整等により改善を図ることが困難な場合には、

現場臨場によるものとされている。 

また、同要領「5.2 留意事項」においては、工事記録映像の活用に際して、作業員

の安全対策、プライバシー保護等の留意事項が示されている。特に安全対策として

は、次のように記述されている。 

① 受注者は、工事現場作業員に対して、撮影の目的等説明の上、承諾を得る。 

② 動画撮影用のカメラの使用は意識が対象物に集中し、足元への注意が薄れ
たり、カメラの保持、操作のために両手がふさがれることにより、転倒等の災

害につながる場合がある。そのため、段差・障害物の有無を確認するなど、安

全対策に留意すること。 

 

イ 遠隔臨場と遠隔巡視の対比 

遠隔臨場と遠隔巡視について対比関係を表 1に示す。 

遠隔臨場については、施工状況を確認する点に主眼が置かれているのに対して、

遠隔巡視は、作業現場状況等の確認に加え、不安全状態・行動の是正といった即

時の指示も伴うものであり、遠隔巡視で活用するカメラ等 ICT・デジタル技術につい

ては、少なくとも遠隔臨場で求められる要件のレベルは必要と思われる。 

また、関係請負人の作業員の入れ替わり等刻々と変化、動きのある作業現場で

の労働災害防止を目的とする遠隔巡視について、遠隔臨場と同様に捉えるのでは

なく、作業現場の態様に応じて、直接現場巡視に加え、遠隔巡視を併用することに

より、安全水準を維持向上させることが求められる。 

表 1 遠隔巡視と遠隔臨場との対比関係 

 遠隔巡視 遠隔臨場 

目的 

元請と下請労働者の同一作業場所

での作業に伴う労働災害防止活動

の効率化 

受発注者の作業効率化を図り、施工

履歴を管理するため 

いつ 
毎作業日 「段階確認」、「材料確認」」と「立会」を

実施する場合に適用 

どこで 
元請と下請労働者が混在する作業

現場全域 

受発注者間の協議により、適用する

工種・確認項目を選定し実施 

だれが 

特定元方事業者（統括安全衛生責

任者、元方安全衛生管理者又はこ

れらに準ずる者） 

発注者（監督職員等） 

何を 

どのように 

・作業間連絡調整の状況確認 

・不安全行動・状況の是正指導 

・工事の進捗状況把握 

段階確認等の実施状況の確認 
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（（４４））現現状状のの技技術術動動向向をを踏踏ままええたた遠遠隔隔巡巡視視ののメメリリッットト、、デデメメリリッットト  

ア ICT・デジタル技術提供ベンダー等による遠隔巡視に関する技術動向 

遠隔巡視の導入について、カメラ等 ICT・デジタル技術提供ベンダーに対するヒア

リング調査を行ったところ、以下の通り（巻末参考資料 4）であり、三現主義＊による

直接現場巡視を補完する手段として活用を求める声が共通する。 

＊「三現主義」 現場・現物・現実の３つの“現”を重視すること。 

 

① 遠隔巡視の手段、カメラの性能等 

・ 巡視に用いる機材としては、モバイルカメラに加えて、定点型 360 度カメラで

補うことで、直接現場巡視に近づく。 

・ 双方向コミュニケーションについては、スマートフォンにより、リアルタイムで双

方向での会話は可能となる。 

・ モバイルカメラの装着場所については、保護帽への装着により、目線に近づ

けられる。ポケット装着、首からぶら下げ等現場の状況に応じて柔軟に対応可

能である。 

・ カメラの精度として、粗さはほとんどなく、手振れもない、水平維持が可能など、

受け手側が映像酔いすることもなく、現場にいる感覚で見られる。 

 

② 遠隔巡視のメリット、必要性 

・ 移動時間の短縮、複数の目で複数現場の巡視ができる等、人員不足の建設

業界において負担軽減（元請側）となる。 

・ 映像が記録されることから、反復学習、安全教育用教材にも活用できる。 

 

③ 遠隔巡視のデメリット、限界 

・ 視聴覚はほぼ双方向で問題ないにしても、温湿度、臭い等の他の五感による

現場感覚は分からない。 

・ WiFi等の通信環境が安定していることが大前提となる。 

・ モバイルカメラの場合、装着する者の能力個性により受け手側（元方）が見た

い対象が制限される等影響を受ける。 

・ 定点カメラのみでは死角が多く、確認には足りない部分もある。 

 

イ 遠隔巡視のメリット、デメリット 

遠隔巡視の方法に対するメリット・デメリットについては、ベンダー等の意見や作

業部会での議論等を踏まえ、表 2のとおり、整理される。 
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（（４４））現現状状のの技技術術動動向向をを踏踏ままええたた遠遠隔隔巡巡視視ののメメリリッットト、、デデメメリリッットト  

ア ICT・デジタル技術提供ベンダー等による遠隔巡視に関する技術動向 

遠隔巡視の導入について、カメラ等 ICT・デジタル技術提供ベンダーに対するヒア

リング調査を行ったところ、以下の通り（巻末参考資料 4）であり、三現主義＊による

直接現場巡視を補完する手段として活用を求める声が共通する。 

＊「三現主義」 現場・現物・現実の３つの“現”を重視すること。 

 

① 遠隔巡視の手段、カメラの性能等 

・ 巡視に用いる機材としては、モバイルカメラに加えて、定点型 360 度カメラで

補うことで、直接現場巡視に近づく。 

・ 双方向コミュニケーションについては、スマートフォンにより、リアルタイムで双

方向での会話は可能となる。 

・ モバイルカメラの装着場所については、保護帽への装着により、目線に近づ

けられる。ポケット装着、首からぶら下げ等現場の状況に応じて柔軟に対応可

能である。 

・ カメラの精度として、粗さはほとんどなく、手振れもない、水平維持が可能など、

受け手側が映像酔いすることもなく、現場にいる感覚で見られる。 

 

② 遠隔巡視のメリット、必要性 

・ 移動時間の短縮、複数の目で複数現場の巡視ができる等、人員不足の建設

業界において負担軽減（元請側）となる。 

・ 映像が記録されることから、反復学習、安全教育用教材にも活用できる。 

 

③ 遠隔巡視のデメリット、限界 

・ 視聴覚はほぼ双方向で問題ないにしても、温湿度、臭い等の他の五感による

現場感覚は分からない。 

・ WiFi等の通信環境が安定していることが大前提となる。 

・ モバイルカメラの場合、装着する者の能力個性により受け手側（元方）が見た

い対象が制限される等影響を受ける。 

・ 定点カメラのみでは死角が多く、確認には足りない部分もある。 

 

イ 遠隔巡視のメリット、デメリット 

遠隔巡視の方法に対するメリット・デメリットについては、ベンダー等の意見や作

業部会での議論等を踏まえ、表 2のとおり、整理される。 
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表 2 直接現場巡視と遠隔巡視のメリット・デメリット 

 直接現場巡視 遠隔巡視 

メリット ・五感による状況確認可能 

・不安全状況の即時改善 

・現場作業者との円滑なコミュニケー

ションができる。 

・元請にとって統括管理意識の向上

の機会となる。 

・元請と下請の信頼関係向上の機会

となる。 

・元請の移動時間削減。 

・巡視状況の映像を記録に残せるの

で、事後に正確な改善指示が可能。 

・巡視状況記録を新人若手への研修

教育教材として活用可能。 

・複数者へのカメラ装着、常時装着に

より巡視の範囲、頻度を増やせる。 

・直接現場巡視との併用により、見落

とし防止、教育等安全水準の向上

が期待される。 

・元請の複数名（店社安全衛生管理

者等）が同時に巡視を実施すること

ができる。 

 

デメリット ・元請 1人が複数現場を抱える場合、

移動時間がかかる。 

・巡視行為が一時的であるため、そ

れ以外の時間帯での不安全状況を

見逃がす恐れがある。 

・視聴覚のみで五感による状況確認

は困難。 

・現場とコミュニケーションをとる機能

のない定点カメラ等の場合は即時

の指示等円滑なコミュニケーション

が取りづらい。 

・元請の統括管理に向けた成長を妨

げかねない。 

・常設カメラの設置は現場周辺への

プライバシーの侵害の恐れ 

・通信環境整備等導入コスト負担 
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（（５５））現現状状ににおおけけるる遠遠隔隔巡巡視視のの可可能能性性、、限限界界等等  

以上のことから、ICT・デジタル技術の進展によって遠隔による作業場所の視認、会

話等が可能となり、高精細カメラ等の活用により、作業場所をより詳細に時間を選ば

ず視認することや記録すること等も可能であり、このような技術を作業場所の巡視に

活用していくことは有用である。 

一方で、嗅覚や触覚等、現在の ICT・デジタル技術では把握困難な事項等もあり、

技術の限界も勘案して対応していくことが適当と考えられる。 

したがって、ICT・デジタル技術の特性を踏まえ、遠隔巡視を行う場合は、直接現場

巡視と同等の安全衛生水準を確保できることが必要であり、必要な情報が確実に把

握できること、不安全な状態や不安全な行動等への改善措置が可能であること等、作

業場所の巡視の趣旨目的に照らし、巡視が的確に実施可能と考えられる場合に行う

ことが妥当である。 

なお、２．（２）で記した作業場所巡視に必要な 3 要素について、遠隔巡視でどこまで

実現可能かを以下に示す。 

 

ア 状況の確認や把握といった認知・感覚的要素について 

モバイルカメラ及び定点カメラの併用により、視聴覚についてはほぼ同等に代替

性は確保可能だが、温度、風速等は計測で補いつつも、親綱や踏板の固縛状況な

ど、手足による触覚は、現場でなければ得られない実感覚を補うこと（五感による状

況把握）は困難である。 

また、現場でカメラ等を装着する者が、遠隔地からの指示通りに円滑に動けるか

など、コミュニケーション能力や現場状況の把握能力など、装着する者の能力に大

きく影響される。また、装着する者への負担感も増す。 

 

イ その場での声掛け等による指導等対話的要素について 

通信機器により双方向の対話は可能であるが、受け手である現場の作業員等が

どの程度、重く受け止めるか、対面でない形のコミュニケーションに支障が生じない

か、音声が中心となるため、直接の対話に比べて劣る部分は生じる。 

 

ウ 点検記録に基づくその後の改善指示等伝達的要素について 

カメラでの記録機能、再現性により、より緻密に改善点を指摘できるメリットはある

と思われる。 

また、現場巡視状況の記録、再現、編集により、作業員安全教育用教材として活

用の余地もある。一方で再現するための時間を要する、といった面も生じる。 
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（（５５））現現状状ににおおけけるる遠遠隔隔巡巡視視のの可可能能性性、、限限界界等等  

以上のことから、ICT・デジタル技術の進展によって遠隔による作業場所の視認、会

話等が可能となり、高精細カメラ等の活用により、作業場所をより詳細に時間を選ば

ず視認することや記録すること等も可能であり、このような技術を作業場所の巡視に

活用していくことは有用である。 

一方で、嗅覚や触覚等、現在の ICT・デジタル技術では把握困難な事項等もあり、

技術の限界も勘案して対応していくことが適当と考えられる。 

したがって、ICT・デジタル技術の特性を踏まえ、遠隔巡視を行う場合は、直接現場

巡視と同等の安全衛生水準を確保できることが必要であり、必要な情報が確実に把

握できること、不安全な状態や不安全な行動等への改善措置が可能であること等、作

業場所の巡視の趣旨目的に照らし、巡視が的確に実施可能と考えられる場合に行う

ことが妥当である。 

なお、２．（２）で記した作業場所巡視に必要な 3 要素について、遠隔巡視でどこまで

実現可能かを以下に示す。 

 

ア 状況の確認や把握といった認知・感覚的要素について 

モバイルカメラ及び定点カメラの併用により、視聴覚についてはほぼ同等に代替

性は確保可能だが、温度、風速等は計測で補いつつも、親綱や踏板の固縛状況な

ど、手足による触覚は、現場でなければ得られない実感覚を補うこと（五感による状

況把握）は困難である。 

また、現場でカメラ等を装着する者が、遠隔地からの指示通りに円滑に動けるか

など、コミュニケーション能力や現場状況の把握能力など、装着する者の能力に大

きく影響される。また、装着する者への負担感も増す。 

 

イ その場での声掛け等による指導等対話的要素について 

通信機器により双方向の対話は可能であるが、受け手である現場の作業員等が

どの程度、重く受け止めるか、対面でない形のコミュニケーションに支障が生じない

か、音声が中心となるため、直接の対話に比べて劣る部分は生じる。 

 

ウ 点検記録に基づくその後の改善指示等伝達的要素について 

カメラでの記録機能、再現性により、より緻密に改善点を指摘できるメリットはある

と思われる。 

また、現場巡視状況の記録、再現、編集により、作業員安全教育用教材として活

用の余地もある。一方で再現するための時間を要する、といった面も生じる。 
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３３．．遠遠隔隔巡巡視視導導入入のの可可能能性性（（建建設設事事業業者者現現場場ヒヒアアリリンンググ結結果果））  

２．において整理した遠隔巡視の手法を踏まえ、大手建設事業場に対して、遠隔巡

視を行うことの可否等について、ヒアリング調査を行い、検討課題をとりまとめた。  

また、これら課題を踏まえ、ある程度の遠隔巡視の要件を想定した上で、中小建設

事業場に対して遠隔巡視導入の課題や留意点についてヒアリング調査を行った。 

 

（（１１））大大手手建建設設事事業業場場ヒヒアアリリンンググ調調査査（（令令和和 44年年 1122月月～～令令和和 55年年１１月月））  

ア 調査の方法 

大手建設事業場 3 社（Ａ，Ｂ，Ｃ）に対して、以下の調査項目により、ヒアリング調

査を行うとともに結果を元に次年度に向けた課題をとりまとめた。 

Ａ．主任技術者を専任する義務の無い現場 

（複数の戸建て住宅工事現場を管理する現場） 

Ｂ．遠隔巡視等 ICT・デジタル技術の活用経験の無い現場 

Ｃ．巡視以外の目的でカメラ活用経験のある現場（A.の要件以外の現場） 

 

（ア）現状の直接現場巡視による作業間連絡調整等の状況確認及び不安全状態

行動の改善指導方法 

（イ）モバイルカメラ等による遠隔巡視の可否 

① 作業間連絡調整確認 

② コミュニケーション問題 

③ 下請への負担 

④ 遠隔巡視は直接現場巡視をどの程度補完できるか（頻度） 
 

イ 調査結果（巻末参考資料 5） 

Ａ．主任技術者を専任する義務の無い現場 

（複数の戸建て住宅工事現場を管理する現場） 

 

肯定的なご意見 

・ 定点カメラとの併用により、常時監視できることから、安全管理上も問題な

い。 

・ 直接現場巡視に遠隔巡視を併用できると双方のメリットが最大限に活用で

きて効果的。可能となれば、遠隔巡視は積極的に活用したい。 

・ 直接現場巡視を遠隔巡視に代替することについては、工事内容がほとんど

変化しない場合は可能。 
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・ 移動時間の節約、巡視場所を複数人で見ることができるなど、メリットが大き

い。 

・ 遠隔による指示をカメラ装着者が的確にこなせる状況においては問題ない。 

・ 戸建て住宅など元請が常駐しない作業現場で、関係請負人の数が少数か

つ作業工程に変化が無い場合においては、直接現場巡視の代替として遠

隔巡視は問題ないと思われる。 

・ 遠隔巡視は定点カメラで常時監視できる状態は必要。 

 

否定的なご意見 

・ 遠隔巡視導入に積極的で、下請等関係請負人の賛同も概ね得られている

が、作業のリスク程度によって直接現場巡視は必要な状況である。 

・ 直接現場巡視は作業工程が変わる節目、不具合が生じた場合には必要。 

・ 現場の細かな確認には直接現場巡視が必要。 

・ 遠隔では視聴覚による確認が限界で、手足を通じた触覚による確認は直

接接視に頼らざるを得ない。 

 

Ｂ．遠隔巡視等 ICT・デジタル技術の活用経験の無い現場 

（主任技術者専任義務の無い小規模現場） 

 

肯定的なご意見 

・ 新たな技術の導入は、人手不足対応や働き方改革の上で必要性は感じる。 

・ やり方として、カメラの数を増やす、常時カメラを装着することで安全水準は

担保しつつ、現地 KY 活動などで危険個所の発見、改善につながることを

期待する。 

・ 直接現場巡視において、これらの技術を併用すると、巡視結果の記録、再

現性から、作業員教育等安全教育教材として活用できるメリットはある。 

 

否定的なご意見 

・ 遠隔巡視のメリットとして、元請側で現場までの移動時間短縮など、作業の

効率化、働き方改革に沿ったものと思われるが、下請け等協力会社にとっ

てどの程度のメリットがあるのか疑問である。 

・ カメラを装着する者が元請と円滑なコミュニケーションが図れるかが負担感

や安全水準にも影響するので、装着者の力量が問われる。他業者の状況

を見ながら導入を検討していきたい。 
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・ 移動時間の節約、巡視場所を複数人で見ることができるなど、メリットが大き

い。 

・ 遠隔による指示をカメラ装着者が的確にこなせる状況においては問題ない。 

・ 戸建て住宅など元請が常駐しない作業現場で、関係請負人の数が少数か

つ作業工程に変化が無い場合においては、直接現場巡視の代替として遠

隔巡視は問題ないと思われる。 

・ 遠隔巡視は定点カメラで常時監視できる状態は必要。 

 

否定的なご意見 

・ 遠隔巡視導入に積極的で、下請等関係請負人の賛同も概ね得られている

が、作業のリスク程度によって直接現場巡視は必要な状況である。 

・ 直接現場巡視は作業工程が変わる節目、不具合が生じた場合には必要。 

・ 現場の細かな確認には直接現場巡視が必要。 

・ 遠隔では視聴覚による確認が限界で、手足を通じた触覚による確認は直

接接視に頼らざるを得ない。 

 

Ｂ．遠隔巡視等 ICT・デジタル技術の活用経験の無い現場 

（主任技術者専任義務の無い小規模現場） 

 

肯定的なご意見 

・ 新たな技術の導入は、人手不足対応や働き方改革の上で必要性は感じる。 

・ やり方として、カメラの数を増やす、常時カメラを装着することで安全水準は

担保しつつ、現地 KY 活動などで危険個所の発見、改善につながることを

期待する。 

・ 直接現場巡視において、これらの技術を併用すると、巡視結果の記録、再

現性から、作業員教育等安全教育教材として活用できるメリットはある。 

 

否定的なご意見 

・ 遠隔巡視のメリットとして、元請側で現場までの移動時間短縮など、作業の

効率化、働き方改革に沿ったものと思われるが、下請け等協力会社にとっ

てどの程度のメリットがあるのか疑問である。 

・ カメラを装着する者が元請と円滑なコミュニケーションが図れるかが負担感

や安全水準にも影響するので、装着者の力量が問われる。他業者の状況

を見ながら導入を検討していきたい。 
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Ｃ．巡視以外でカメラ等 ICT・デジタル技術の活用経験のある現場 

（現場所長常駐の大規模現場） 

 

肯定的なご意見 

・ 人材不足対応、業務効率化の点から、現場での作業が大きく変化しない時、

移動に時間がかかる場合などは導入の余地あり。 

 

否定的なご意見 

・ モバイルカメラの活用による遠隔巡視について、連絡調整状況の確認や不

安全状態行動の改善指導といった現場の請負人との間でのコミュニケーシ

ョンが即時に行えるのかは、疑問に感じる。 

・ カメラを装着した関係請負人の職長、元請社員等への負担が大きく、かえっ

て安全性への不安を感じる。 

・ あくまでも現在行っている、直接現場巡視を補完する役割に留めるべきと

思われる。 

 

ウ 大手建設事業場調査結果まとめ 

 〇 遠隔巡視導入については、住宅工事現場でのニーズが高いのに対して、現

場所長等元方事業者の労働者が常駐する現場では否定的な意見が多かった。 

 〇 遠隔巡視の活用方法として、リスクの高い作業等では直接現場巡視を行い

つつ、そうでない作業では遠隔巡視を行う等、両者を併用する形が適当とする

意見もあった。 

 〇 遠隔巡視のメリットとして、移動時間削減等の他、記録を教育に活用できると

する意見もあった。 

 〇 遠隔巡視導入に当たっては、カメラ装着者の力量によるところが多く、負担感

から安全水準の低下を招かないように留意が必要とする意見もあった。 

 

（（２２））中中小小建建設設事事業業場場ヒヒアアリリンンググ調調査査（（令令和和 55年年 99月月～～1111月月実実施施））  

ア 調査の方法 

（１）の調査結果を踏まえ、遠隔巡視導入に向け、検討事項として整理した課題

（巻末参考資料 6）のうち、以下の 2項目について、これまでの検討による考え方、方

向性（案）に対する可否、大きな問題がないか、中小建設事業場 7 社（土木・建築工

事事業場、ICT・デジタル技術活用事業場、低層住宅工事事業場）に対して、令和 5

年 9 月から 11 月の間、ヒアリング調査事項に基づき意見聴取を含め確認した（巻末

参考資料 7）。 

（ア）遠隔巡視を行う場合の機器導入や人的体制整備への対応 

（イ）現場規模や作業リスクの程度等に応じた遠隔巡視と直接現場巡視の組み合わせ 
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① 人数規模（主任技術者の非専任現場の実態、直接現場巡視の最低要件等） 
② 現場での死角の有無（遠隔巡視が適用できる範囲） 
③ リスクの高い作業の実態（直接現場巡視が必要な作業の実態把握） 
④ 混在作業の実態（一事業者のみでの作業がどの程度存在するか） 

 

表 3 ヒアリング対象事業者一覧 

 

イ 調査結果 

（ア）遠隔巡視を行う場合の機器導入や人的体制整備への対応について 

 

肯定的なご意見 

・ 安全管理の他、品質検査や防犯対策等の目的で定点カメラを導入している

事業場においては、元方 1人が 3現場以上見ている状況にあり、遠隔巡視

のニーズは高い（特に低層住宅工事）。 

・ モバイルカメラ装着を導入している事業場においては、元方と請負人間で

信頼関係が構築されており、コミュニケーション等の問題も生じていない。 

・ 人的体制整備のための教育・講習会の必要性について、機器操作面では

業者から指導してもらう程度で十分であり、大切なことは、モバイルカメラを

装着する請負人が元方と円滑なコミュニケーションをとれるよう、適任者を

配置、育成することが導入のポイントとなる。 

・ 個人スマートフォンを活用できれば遠隔巡視は導入しやすくなるのではな

いか。 

 

紹介先 事業者 

・部門 

人数 

規模 

所在地 主な工事の 

種類 

元方一人当

たり現場数 

定点、ウェアラブル

（装着型）カメラ等

活用状況 

（１） A 25 山梨県 建築、低層住宅 ３～５  

B１ 82 横浜市 建築 該当無 定点 C＋装着 C 

B２ 26 横浜市 建築修繕 ３～５ 定点 C 

C 200 横浜市 土木、建築 2以下 装着 C 

（２） D 219 新潟県 土木、建築 全現場常駐 定点 C＋装着 C 

（３） E 1053 埼玉県 建築、低層住宅 10以上 定点 C 

F 250 埼玉県 低層住宅 10以上  

G 50 横浜市 低層住宅 ６～10  

（１） 建災防支部会員の中小建設工事業者 3社 4部門 9月 25日、10月 12日 

（２） ICT活用に積極的な建設工事業者 1社     10月 17日 

（３） 業界団体（木住協）推薦低層住宅工事業者 3社 11月 16日、21日 
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① 人数規模（主任技術者の非専任現場の実態、直接現場巡視の最低要件等） 
② 現場での死角の有無（遠隔巡視が適用できる範囲） 
③ リスクの高い作業の実態（直接現場巡視が必要な作業の実態把握） 
④ 混在作業の実態（一事業者のみでの作業がどの程度存在するか） 

 

表 3 ヒアリング対象事業者一覧 

 

イ 調査結果 

（ア）遠隔巡視を行う場合の機器導入や人的体制整備への対応について 

 

肯定的なご意見 

・ 安全管理の他、品質検査や防犯対策等の目的で定点カメラを導入している

事業場においては、元方 1人が 3現場以上見ている状況にあり、遠隔巡視

のニーズは高い（特に低層住宅工事）。 

・ モバイルカメラ装着を導入している事業場においては、元方と請負人間で

信頼関係が構築されており、コミュニケーション等の問題も生じていない。 

・ 人的体制整備のための教育・講習会の必要性について、機器操作面では

業者から指導してもらう程度で十分であり、大切なことは、モバイルカメラを

装着する請負人が元方と円滑なコミュニケーションをとれるよう、適任者を

配置、育成することが導入のポイントとなる。 

・ 個人スマートフォンを活用できれば遠隔巡視は導入しやすくなるのではな

いか。 

 

紹介先 事業者 

・部門 

人数 

規模 

所在地 主な工事の 

種類 

元方一人当

たり現場数 

定点、ウェアラブル

（装着型）カメラ等

活用状況 

（１） A 25 山梨県 建築、低層住宅 ３～５  

B１ 82 横浜市 建築 該当無 定点 C＋装着 C 

B２ 26 横浜市 建築修繕 ３～５ 定点 C 

C 200 横浜市 土木、建築 2以下 装着 C 

（２） D 219 新潟県 土木、建築 全現場常駐 定点 C＋装着 C 

（３） E 1053 埼玉県 建築、低層住宅 10以上 定点 C 

F 250 埼玉県 低層住宅 10以上  

G 50 横浜市 低層住宅 ６～10  

（１） 建災防支部会員の中小建設工事業者 3社 4部門 9月 25日、10月 12日 

（２） ICT活用に積極的な建設工事業者 1社     10月 17日 

（３） 業界団体（木住協）推薦低層住宅工事業者 3社 11月 16日、21日 
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否定的なご意見 

・ 未導入の事業場においては、請負人にカメラを装着することにコミュニケー

ションの取り方、高所作業等で危険なケースが生じないか、不安を感じてい

る。 

・ カメラ等機器未導入事業場はコスト面、盗難リスク面で懸念を有しており、

個人スマートフォンが活用できるとよい。 

 

（イ）現場規模や作業リスクの程度等に応じた遠隔巡視と直接現場巡視の組み合わ

せについて 

① 人数規模について 

〇規模別でみると、主任技術者非専任現場（元方 1 人が複数現場を抱えてい

る低層住宅工事現場等）において、移動時間削減効果及び建て方作業等リ

スクの高い作業への直接現場巡視に時間を割くことができる効果からも、遠

隔巡視導入の要望は切実であった。 

〇規模別での組み合わせについて、遠隔機器活用取組事業場の実例から、50

人以上の規模は 1 日 3 回の巡視を目標に、それ以外の規模は非専任現場

含め、差を付けずに 1 日 2 回の巡視を目標として、法定基準以上に遠隔巡

視を導入しつつ、取り組んでいる状況であり、規模別の遠隔と直接の組み合

わせ例として、以下に示した。 

 

1) 統括安全衛生責任者の選任が義務付けられている現場 50人以上 

［直接現場巡視／日 ＋ α 定点カメラ、モバイルカメラ監視／日］ 

 

（組み合わせ例） 

1日 3回の巡視 直接１～2回 ＋ 遠隔１～2回 

 

2) 店社安全衛生管理者の選任が義務付けられている現場 20～50人未満 

［直接現場巡視／日 ＋ α 定点カメラ、モバイルカメラ／週？月？］ 

 

（組み合わせ例） 

1日 2回の巡視 直接１回 ＋ 遠隔１回 

 

3) 元方事業者の労働者が常駐する小規模な現場 20人未満 

（建設業法による主任技術者の専任が義務付けられている現場） 

［直接現場巡視／日 ＋ α 店社から定点カメラ、モバイルカメラ］ 

 

（組み合わせ例） 

1日 2回の巡視 直接１回 ＋ 遠隔１回 
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4) 元方事業者の労働者が常駐しない小規模な現場 20人未満 

表 4 は建設業法による主任技術者の選任が義務づけられていない現場

(非専任の現場)において、元方事業者は 1 人当たりでどれくらい担当してい

るか調査した結果を示す。 

低層住宅専門工事業者が 6 現場以上と最も多く、その他のマンション等リ

フォーム作業においても 2から 3現場を担当している実態が明らかとなった。 

 

（組み合わせ例） 

1日 2回の巡視 遠隔 2回 又は 直接 1回 ＋ 遠隔 1回 

 

表 4 1人当たりの担当現場数の調査結果 

元方事業者の種類 担当現場数 

低層住宅専門事業者 6現場以上 

小規模工務店 3から 5現場 

その他(マンション等リフォーム作業) 2から 3現場 

 

また、遠隔巡視の導入が今後可能となった場合でも直接現場巡視は実施

すべきとの意見があり、その必要な最低頻度については表 5 のような結果

であった。 

「少なくとも週 2回」と「少なくとも週 1回」がそれぞれ 3事業者で同数であ

った。「その他」としては、リスクの高い作業のみ直接現場巡視するとの意見

が 1件あった。また、組み合せの例として、1日 2回の巡視をおこなって、遠

隔と直接を組み合わせるような方法の意見があった。 

 

表 5 直接現場巡視を行うべき最低頻度についての意見 

最低頻度 

(1週間当たり) 
回答数 理由等 

少なくとも 

週 2回 
3事業者 （特になし） 

少なくとも 

週 1回 
3事業者 現場作業員への声掛けにより安全意識向上につながるため。 

その他 1事業者 直接現場巡視は、リスクの高い作業のみで十分であり、その

他の作業は遠隔で代替できるので、定期的に行う必要はない

ため。 

遠隔機器導入により、直接現場巡視に加えて、遠隔巡視と合

わせて１日 2 回を行う（3 回を目標）等法定以上に巡視を実施

しているため。 
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4) 元方事業者の労働者が常駐しない小規模な現場 20人未満 

表 4 は建設業法による主任技術者の選任が義務づけられていない現場

(非専任の現場)において、元方事業者は 1 人当たりでどれくらい担当してい

るか調査した結果を示す。 

低層住宅専門工事業者が 6 現場以上と最も多く、その他のマンション等リ

フォーム作業においても 2から 3現場を担当している実態が明らかとなった。 

 

（組み合わせ例） 

1日 2回の巡視 遠隔 2回 又は 直接 1回 ＋ 遠隔 1回 

 

表 4 1人当たりの担当現場数の調査結果 

元方事業者の種類 担当現場数 

低層住宅専門事業者 6現場以上 

小規模工務店 3から 5現場 

その他(マンション等リフォーム作業) 2から 3現場 

 

また、遠隔巡視の導入が今後可能となった場合でも直接現場巡視は実施

すべきとの意見があり、その必要な最低頻度については表 5 のような結果

であった。 

「少なくとも週 2回」と「少なくとも週 1回」がそれぞれ 3事業者で同数であ

った。「その他」としては、リスクの高い作業のみ直接現場巡視するとの意見

が 1件あった。また、組み合せの例として、1日 2回の巡視をおこなって、遠

隔と直接を組み合わせるような方法の意見があった。 

 

表 5 直接現場巡視を行うべき最低頻度についての意見 

最低頻度 

(1週間当たり) 
回答数 理由等 

少なくとも 

週 2回 
3事業者 （特になし） 

少なくとも 

週 1回 
3事業者 現場作業員への声掛けにより安全意識向上につながるため。 

その他 1事業者 直接現場巡視は、リスクの高い作業のみで十分であり、その

他の作業は遠隔で代替できるので、定期的に行う必要はない

ため。 

遠隔機器導入により、直接現場巡視に加えて、遠隔巡視と合

わせて１日 2 回を行う（3 回を目標）等法定以上に巡視を実施

しているため。 
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② 現場での死角の有無について 

（ヒアリングでのご意見） 

・ 遠隔巡視を直接現場巡視と同レベルに近づけるためには、定点及びモバ

イルカメラの併用が有効である。現場に死角が存在する場合であっても

併用によりカバーできる（4事業者）。 

・ 死角が生じない場合は定点カメラのみ、死角が生じる場合でも小規模現

場はモバイルカメラのみの運用ができると導入しやすい（1事業者）。 

 

③ リスクの高い作業の実態について 

（ヒアリングでのご意見） 

・ リスクの高い作業に対しては、直接現場巡視で確認すべき方向性には異

論がない（全 7事業者）。 

・ 低層住宅工事現場においては、リスクの高い作業として共通するのが、

建て方作業及び足場組立・解体作業時には必ず直接現場巡視が必要（4

事業者）。 

・ これまでに経験の無い初めての作業や新たな作業や工法の導入時には

直接現場巡視は必要（1事業者）。 

 

（ヒアリングで寄せられたリスクの高い作業の例） 

1)低層住宅工事の場合 

・ 木造組み立て作業（建て方作業） 

・ クレーン作業 

・ 足場組立及び解体作業 

 

2)他の工事の場合 

・ 鉄骨建て方作業 

・ 建設機械による作業（基礎工事用、掘削工事用など）、クレーン作業 

・ 高所作業、閉所作業 

・ 道路使用作業等第三者へ危害を与える恐れのある作業 

・ 有機溶剤やガス使用作業など臭気嗅覚を要する作業（遠隔では困難） 

・ 山留工事（土止め支保工による） 

・ 騒音の大きい作業 

・ 作業工程の変わり目 

・ その他、建設業における作業主任者選任の必要な作業 
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ウ 中小建設事業場調査結果まとめ 

 〇 遠隔巡視導入については、住宅工事現場でのニーズが高い一方で、作業現

場でカメラ装着者の適任者が確保できるかとの意見もあった。 

 〇 モバイルカメラ等の機器を導入済の事業場と未導入の事業場との間では、遠

隔巡視の可否に対する意見に差が見られた。 

 〇 カメラ購入等コストを気にしつつ、個人用スマホの活用を求める意見もあった。 

 〇 リスクの高い作業に対しては直接現場巡視による方法が妥当との意見が多

かった。また、リスクの高い作業として、建て方作業、重機作業、足場組立・解

体作業等が共通して挙げられた。 
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４４．．遠遠隔隔巡巡視視導導入入にに向向けけたた対対応応のの方方向向性性  

３．における建設事業場へのヒアリング調査結果から得られた遠隔巡視導入に対す

る検討課題を踏まえた対応の方向性は以下の通り。 

 

（（１１））事事業業場場ヒヒアアリリンンググ調調査査結結果果ままととめめ  

 〇 現在の ICT・デジタル技術では、多くの事業場において、作業場所の巡視を全て

遠隔巡視で行うことは困難であり、リスクの高い作業や一定の頻度で直接現場巡

視が必要な状況にある。 

〇 戸建て住宅工事など作業現場に元方事業者の労働者が常駐しない場合は、直

接現場巡視の代替として遠隔巡視導入のニーズが高い。 

〇 遠隔巡視に用いる機材については、一定要件以上の性能のカメラとして、モバイ

ルカメラを基本としつつも、死角の無い場合は定点カメラのみのニーズもある。また、

モバイルカメラには各自が所持するスマートフォンの活用を求める声もある。 

〇 モバイルカメラ装着者が元方事業者との円滑なコミュニケーション等重要な役割

を担うことから、作業現場でのカメラ装着者について、経験・知識等力量が必要とさ

れるため、適任者の確保が遠隔巡視導入のポイントとなる。 

 

（（２２））対対応応のの方方向向性性にに関関すするる基基本本的的考考ええ方方  

ア 検討の位置づけ 

作業場所の巡視について、移動時間の削減や人手不足等の課題への対応とし

て遠隔巡視のニーズが高まっている。遠隔巡視を導入するに当たっては、ICT・デジ

タル技術の優位な点や限界を理解し、作業場所の巡視の趣旨目的に照らし、巡視

が的確に実施できること、そして直接現場巡視と同等又はそれ以上の安全衛生水

準が確保されることが重要である。そのために本委員会では、トータルの意味で一

定の要件で遠隔巡視を選択肢の一つとして認めていくことが妥当との考えから、以

下の（３）のとおり、３つの論点で方向性及び留意事項を示した。 

 

イ 基本的考え方 

遠隔巡視導入に当たっては、作業現場の実態や遠隔巡視のメリット・デメリット等

を踏まえて対応することが必要である。 

ヒアリング調査の結果、多くの事業場において、現在の ICT・デジタル技術が直接

現場巡視を全て代替することは困難な状況が明らかになっており、遠隔巡視の導入

には、少なくとも直接現場巡視を定期的に組み合わせるべきである。 

また、遠隔巡視では対応が困難な事項もあることから、作業現場に元方事業者の

労働者が常駐している場合や、重大な災害の発生リスクが高い場合等では直接現

場巡視を行うべきである。 
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一方において、直接現場巡視と遠隔巡視の併用によって、巡視自体の充実を図

れる可能性はある。その前提として、遠隔巡視を導入する事業者は、遠隔巡視と直

接現場巡視の切り分けのためにリスクの洗い出しを行っている等、適切なリスクの選

択と対応に責任を持つ必要がある。 

  

（（３３））論論点点ごごととのの遠遠隔隔巡巡視視導導入入のの方方向向性性及及びび留留意意事事項項  

  

論点１ 遠隔巡視と直接現場巡視の切り分けの考え方 

（１） 直接現場巡視を必ず行うべき要件 

ア リスクの高い作業（リスクアセスメント結果に基づく）、新たな作業や工法の導

入時、作業工程の変更時には必ず直接現場巡視して確認すべきではないか。 

イ 少なくとも週 1回は直接現場巡視を行うべきではないか。 

 

（２） 遠隔巡視が直接現場巡視に代替できる要件 

ア 元方事業者の労働者が常駐していない小規模現場（主任技術者非選任現場

を想定）に限定すべきではないか。 

イ 元方事業者の労働者が常駐している現場（現場事務所が存在する作業所）

であって次の場合は代替可としてよいか。 

①現場事務所と作業場所との距離が離れている場合 

②作業場所が広範囲である場合（特に土木現場） 

 

論点２ 遠隔巡視を行うための機器の要件 

（１） 遠隔巡視は、基本的にリアルタイムで視聴覚機能を有するモバイルカメラと定

点カメラとの併用で行うことを原則としてはどうか。 

 

（２） モバイルカメラにスマートフォンのカメラ機能を含めることについて、安全上留

意すべき点はないか。 

 

論点３ 遠隔巡視の的確な実施に向けた留意点 

（１） 遠隔巡視を的確に実施するためには作業現場でのモバイルカメラ装着者の

経験技量が必要不可欠と思われるが、装着者の要件を示すべきではないか。 

 

（２） 元方事業者と現場の関係請負人との間で、遠隔巡視に関し、試行実施の要

否等何らかの取り決めが必要と思われるが、どのようなことを決めておくべきか。 
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ア リスクの高い作業等について 

［課題］ 

リスクの高い作業は直接現場巡視を行うべきだが、具体的にリスクの高い作業を示

せるか。当該作業の例示列挙には限界があり、現場によりリスクレベルは異なるため、

リスクの洗い出しを実施している事業者の判断に委ねてよいか。 

 

［対応］ 

（１） 「リスクの高い作業」、「新たな作業や工法導入時」及び「作業工程の変更時」は、

直接現場巡視を必須とする。 

（２） 「リスクが高い作業」かどうかの洗い出しは事業者が行うものとし、適切な選択と対

応の責任は事業者側にあるものとする。「リスクの高い作業」には、例えば次のような

ものがある。 

①建設機械作業 

②クレーン作業 

③足場組立・解体作業 

④建方作業 

⑤火気使用作業 

⑥その他作業主任者選任が必要となる作業 

 

イ 直接現場巡視を必ず行うべき要件 

［課題］ 

安全意識の低い事業場が安易に遠隔巡視に流れないよう、定期的な巡視の実施を

担保する必要があるため、「少なくとも週 1 回以上は直接現場巡視を行うことで細部の

状況を確認できる。」といった定期的な要件を定めるべきではないか。 

 

［対応］ 

（１） 遠隔巡視を導入した場合でも、安全な作業工程を確認するとともに、作業場所の

雰囲気の把握、現場作業員のモチベーションアップのため、直接現場巡視は、「リス

クの高い作業等」に該当しない場合にあっては、少なくとも週１回行うこととする。 

（２） 建設作業現場では安全施工サイクルが日単位、週単位、月単位で推奨されており、

週 1回以上の直接現場巡視はこの施工サイクルに組み入れやすいと思われる。 

（３） 工期が 1週間未満であっても工期の初日は直接現場巡視を行うことが必要である。  

論点１ 遠隔巡視と直接現場巡視の切り分けの考え方 

（１） 直接現場巡視を必ず行うべき要件 

ア リスクの高い作業（リスクの洗い出し結果に基づく）、新たな作業や工法導

入時、作業工程の変更時には行うべきではないか。 

イ 少なくとも週 1回は定期的に行うべきではないか。 
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ア 元方事業者の労働者が常駐しない小規模現場

［課題］ 

主任技術者が非専任の現場においては、元方が 1 人で複数の現場を担当する場合

がある。その結果、毎作業日の直接現場巡視に多くの移動時間を費やしたり、毎作業日

の巡視が行えていない事業者がいる。 

［対応］ 

遠隔巡視の導入によるメリットとして、移動時間を削減できることがある。そして、リス

クの高い作業現場の直接現場巡視に時間を多く充てられるようになることがある。

このため、主任技術者が非専任の現場については、直接現場巡視を必ず行う要件を

満たす等直接現場巡視と同等の安全衛生水準が確保できる場合は遠隔巡視の併用を

可能とする。 

イ 元方事業者の労働者が常駐する次のような現場

［課題］ 

（１） 現場事務所と作業場所との距離が離れている場合の分岐点を示せるか。

（２） 作業場所が広範囲で、全ての箇所の確認が困難な現場ではどうするか。

［対応］ 

（１） 距離が離れているかの分岐点を示すことは困難である。そのため、元方事業者の

労働者が常駐する現場では、直接現場巡視を行うことを基本とする。なお、現場の

ニーズに応じて、直接現場巡視に加え、これを補完する形で遠隔巡視を行うこととし

て差支えない。 

（２） 元方事業者の労働者が常駐する現場では、作業場所が広範囲であっても直接現

場巡視を基本とする。なお、現場のニーズに応じて、直接現場巡視に加え、これを補

完する形で遠隔巡視を行うことは差支えない。 

論点１  遠隔巡視と直接現場巡視の切り分けの考え方 

（２） 遠隔巡視が直接現場巡視に代替できる要件

ア 元方事業者の労働者が常駐しない小規模現場（主任技術者が非選任の現

場を想定） 

イ 元方事業者の労働者が常駐する次のような現場

① 現場事務所と作業場所との距離が離れている現場

② 作業場所が広範囲である現場（特に土木の現場）
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［課題］ 

カメラ等の機器導入に当たっては、スマートフォン機能を含める場合、スマートフォンを

手に持って移動したり会話したりすることによる不注意さといった、安全上の問題が指摘

されている。 

 

［対応］ 

（１） 遠隔巡視を行うための機器の要件として、 
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が必要である。また、遠隔臨場で示される以下の動画撮影用カメラと Web 会議シス
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（２．（３） ア 遠隔臨場実施要領 ７．参考資料 7.1．参考値 参照（巻末参考資料 3）） 
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を広く見られない場合がある。 
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（３） 作業現場で死角が発生しない工程（建て方前で現場全体を俯瞰できる状態）は定

点カメラのみの巡視も認めても差し支えない。ただし、音声による双方向コミュニケ

ーションが円滑に実施できることが前提である。 

 

（４） 遠隔巡視においては、映像等の記録を保存できることが大きなメリットであることか

ら、遠隔巡視を実施する現場においてはこれらのデータを一定期間保存すべきであ

る。 

 

（５） スマートフォンを見ながらの巡視は、よそ見によるふらつきで転倒や衝突の危険が

あるため、手に持った状態で移動することは禁止すべきである。スマートフォンを含

む新たな機器の使用によって別のリスクが生じる可能性もあるため、適切な機器を

選択し、正しく使用することが必要である。遠隔巡視ではそれ自体のリスクも洗い出

し、そのリスクに適切な対応ができる事業者が利用すべきである。 
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[課題] 

（１） 元方事業者が、作業現場の関係請負人の協力により遠隔巡視を実施する上で、

モバイルカメラの装着可能な信頼関係のある適任者を確保ができるか。 

 

（２） モバイルカメラを利用して遠隔巡視を実施すると、足元が不安定な高所等、カメラ

操作が危険なケースがあるのではないか。 

 

（３） 適任者を確保するため、直接現場巡視と同様な形で遠隔巡視を行える教育訓練

を行うべきか。 

 

［対応］ 

（１） 遠隔巡視を実施できる体制が整う事業場であることが導入の要件となる。 

このため、遠隔巡視導入の的確な実施に当たって、作業現場でモバイルカメラ装

着等の協力を行う関係請負人の担当者は、基本的に安全衛生責任者又はこれに

準ずる者とする。これらの者であれば、現場に長期間滞在可能かつ現場全体を把

握可能で、元方事業者及び現場の作業員双方とのコミュニケーションや信頼関係

を有する十分な技量経験を有する者であるため、安全水準維持のために必要な要

件と思われる。 

 

（２）元方事業者は、モバイルカメラを装着する者の協力を得て、的確に遠隔巡視を実

行する必要がある。そのためには、事前に試行実施、教育訓練等を行う期間が必

要である。また、元方事業者と関係請負人との間では、遠隔巡視の実施に関し、

何らかの取り決め（カメラ装着者の要件、巡視の時間帯、どこを巡視するのか、遠

隔巡視における協力の方法や改善方法、試行実施等）を交わしておくことが必要

と思われる。ただし、作業場所の巡視で行う安全上の教育訓練指示の範囲を超え

ての作業指示は行わない。 

 

（３） 機器導入、取扱い等に関する教育は機器メーカーによる短期間の操作説明や

操作マニュアル程度で済むものと思われる。  

論点３ 遠隔巡視の的確な実施に向けた留意点 

（１） 遠隔巡視を的確に実施するためには作業現場でのモバイルカメラ装着者の十

分な経験技量が必要な要件と思われるが、装着者の要件を示すべきではない

か。 

（２） 元方事業者と現場の関係請負人との間で、遠隔巡視に関し、試行実施の要否

等何らかの取り決めが必要と思われるが、どのようなことを決めておくべきか。 
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５５．．ままととめめ（（結結論論））  

（（１１））遠遠隔隔巡巡視視導導入入のの基基本本的的考考ええ方方  

遠隔巡視を行う場合は、直接現場巡視と同等又はそれ以上の安全衛生水準を確保

できることが必要である。したがって、必要な情報が確実に把握できること、不安全な

状態や不安全な行動等への改善措置が可能であること等、作業場所の巡視の趣旨目

的に照らし、巡視が的確に実施可能と考えられる場合に行うことが適当である。  

  

（（２２））遠遠隔隔巡巡視視導導入入のの要要件件  

遠隔巡視については、嗅覚や触覚等、現在の ICT・デジタル技術では把握困難な事

項等があり、さらに、作業現場の実態や遠隔巡視のメリット・デメリット等を踏まえて対

応することが必要であることから、以下の範囲内においてその導入を可能とすることが

適当である。 

  

ア 直接現場巡視が必要とされる場合 

現在の ICT・デジタル技術が直接現場巡視の全てを代替することは困難と考えら

れることから、作業現場に元方事業者の労働者が常駐している場合や、重大な災

害の発生リスクが高い場合等（リスクの高い作業の実施時、新たな作業や工法の導

入時、作業工程の変更時）では直接現場巡視を実施することが適当である。 

なお、リスクの高い作業かどうかの判断・洗い出しについては、遠隔巡視を導入し

ようとする事業者が自らの責任において行うものであること。 

 

イ 遠隔巡視を実施する場合における留意点 

上記以外の場合には遠隔巡視を導入することを可能とするが、その場合であって

も、安全な作業工程等の確認のため、上記アに該当しない場合にあっては、少なく

とも週１回は直接現場巡視を行う必要があること。 

なお、元方事業者の労働者が常駐する現場では、直接現場巡視を基本とするが、

現場のニーズに応じて、直接現場巡視を補完する形で遠隔巡視を行うことは差支え

ないこと。 

 

（（３３））遠遠隔隔巡巡視視のの実実施施方方法法  

ア 遠隔巡視を行うための機器の要件 

（ア）遠隔巡視では、鮮明な画像がリアルタイムで把握できること、双方向のコミュニ

ケーションが円滑に実施可能であること、遅延等の発生リスクが小さいこと等、一

定の映像、音声、通信速度等の要件を満たすことが必要であること。 

（イ）モバイルカメラの使用を基本としつつ、作業場所の巡視を的確に行うため、広く

現場を見て連続した記録や確認が必要な場合は定点カメラを併用すること。 
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なお、作業現場で死角が発生しない工程で、かつ、双方向のコミュニケーション

が円滑に実施可能である場合は、定点カメラのみの巡視を認めても差し支えない

こと。 

（ウ）遠隔巡視を実施する現場においては、当該巡視に係る映像等のデータを一定期

間保存すること。 

（エ）スマートフォン等新たな機器を使用する場合は、よそ見によるふらつきで転倒や

衝突の危険があるため、これに伴うリスクを洗い出し、適切に対応できる事業者が

利用すべきであるが、少なくともスマートフォンを手に持った状態で移動することは

禁止すべきであること。 

 

イ 遠隔巡視の実施者等 

遠隔巡視を関係請負人の協力により適切に行うためには、カメラ装着等に協力す

る関係請負人の担当者は、安全衛生責任者又はこれに準ずる者が適当であること。 

また、モバイルカメラを使用する場合にあっては、当該使用者は遠隔巡視の実施

者に適切に協力できる者である必要があることから、遠隔巡視の実施に当たっては

事前に試行実施、教育訓練等を行うことが必要であること。 

 

ウ 関係者間の合意 

遠隔巡視を実施する場合には、元方事業者、請負事業者等の関係者の間におい

て、あらかじめ、カメラ装着者の要件、巡視の時間帯、どこを巡視するのか、遠隔

巡視における指示の方法や改善方法、試行実施、教育訓練の方法等について取

り決めを交わしておく必要があること。ただし、作業場所の巡視で行う安全上の指

示の範囲を超えての作業指示は行わないよう注意する必要があること。 

  

（（４４））そそのの他他  

元方事業者において実際に遠隔巡視を導入する際に留意すべき点を以上のとお

りとりまとめた。これらの留意点は、元方事業者における巡視以外の巡視についても

参考となるものと考えられる。  
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おお  わわ  りり  にに  

  

  ICT・デジタル技術の進展によって、遠隔巡視は、高精細カメラ等の活用により、作業

場所をより詳細に、時間や場所を選ばず視認し、記録が可能であるなど優位な点があ

る一方、嗅覚や触覚等現在の ICT・デジタル技術では把握困難な事項等もあり、こうし

たメリット・デメリットを理解した上で活用することが重要である。 

作業場所の巡視は、現場の安全衛生確保のために重要な措置であり、直接現場巡

視の代替として遠隔巡視を導入し、作業場所の安全衛生水準が低下することはあって

はならず、遠隔巡視の導入にはこうした点に十分留意すべきである。現在の ICT・デジタ

ル技術では遠隔巡視で直接現場巡視を完全に代替することは困難と言わざるを得ない

が、4 に述べた一定の要件のもとで利用することは巡視の充実につながるものと考えら

れる。 

将来的に、ドローンの活用等新たな技術の進展に伴い、元方事業者と請負人との間

のコミュニケーション等が遠隔地から直接現場巡視と同等以上に支障無く取れるような

レベルまで発展すれば、遠隔巡視についても安全水準を低下させることなく利用できる

ようになる可能性はある。 

また、ICT・デジタル技術による記録性、常時監視、複数人によるチェックなど、遠隔

巡視のメリットを考えると、直接現場巡視との組み合わせにより、安全水準の維持向上

に向けてプラス面に働くことも十分に予測される。 

今後の ICT・デジタル技術の進展に伴い、遠隔巡視の活用が、移動時間の削減や人

手不足等の課題を抱える事業者の負担軽減に役立つとの観点からニーズも増えてくる

と思われるが、安全水準の維持向上に向け、どこまで可能性を広げられるのか、慎重

でありつつも、バランスの取れた形での活用が望まれる。  
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い　　　つ １日１回以上
　①　午前１回（作業開始後）午後１回
　②　１日１回の場合、安全工程打合せに出席する前が望ましい。
 

ど　こ　で 作業所全域
❶　作業所内（材料置場などを含む。）
❷　作業所周辺
❸　必要により附属寄宿舎
　など

だ　れ　が 作業所長（統括安全衛生責任者又は元方安全衛生管理者）
❶　必要により元請の安全当番又は安全担当者が同行する。
❷　職長・安全衛生責任者は、自らの作業場所での立会いが望ましい。
❸ 　別途発注工事がある場合には、最先次の元請の者も自らの作業範囲で

の立合いが望ましい。

な　に　を
どのように

作業所全域にわたり巡視し、確認、是正指示（指導又は改善）を行う。
❶　対　　象
　①　各種作業員の配置と作業状況
　②　設備、機械などの保安状況
　③　作業所現場の環境状況
　④　第三者に対する設備（保安設備などを含む。）防災対策の状況
　⑤　搬入する資材、機・器材の状況
　⑥ 　元請係員、職長・安全衛生責任者、作業主任者などの作業員に対す

る監督状況
❷�　一般の点検パトロールとは区別し、作業所の最高管理責任者の立場で

巡視する態度が必要である。
❸　巡視の結果は、文書（安全衛生日誌）に記録、保存する。
❹�　巡視の際処理しえなかった事項は、当日の安全工程打合せで検討処理
する。
❺　小規模工事においては、店社において実施基準を定め、実施すること。

なにのために 労働安全衛生法第30条による特定元方事業者の統括管理業務、並びに同法
第29条による指導及び指示業務を重点として
❶　元請として全般的な工事進捗状況の把握
❷　各職種間の連絡調整状況の確認
❸　人と物の不安全状態・行動の排除（是正、指導）

作業所長〔統括安全衛生責任者　　
又は元方安全衛生管理者〕巡視

16
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❶�　作業所における元請、協力会社の労働者数が、常時50人以上（ずい道等工事、圧気工事、一
定の橋梁工事は30人以上）の場合には、元請は統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者を
選任し、報告する義務があるが、それ以下の人数の作業所であっても、社内規定により指名す
ることが望ましい。
❷�　巡視に際しては、特に安全工程打合せ、災害防止協議会などにおいて連絡、調整した事項の
実施状況についてチェックし、作業員の不安全行動の排除、車両、建設機械等の運行による危
険の排除、施設の不安全状態の是正指導を行う。
❸　危険と判断された場合、その場で作業の中断を指導し、改善措置を講じる。
❹　巡視中、作業員の安全確保のための規律維持と信頼感の確保に留意する。
❺　巡視中、適宜「一声かけ運動」の活動により安全意識の高揚に努める。
❻�　職長の監督、指導能力の向上に配意する。とくに、職長・安全衛生責任者の前日の段取り、
手配及び作業中の監督・指導の状況を把握し、指導する。
❼　同行者、職長・安全衛生責任者、作業員の意見、提案などもよく聞き、処置する。
❽�　巡視後短時間の検討、記録作成及び署名捺印が望ましい（記録の形式にはこだわらないが、
単に安全当番が記録する安全日誌に捺印するのみでなく、作業所長巡視欄などを設けて作業所
長自らも結果を記録する）。
❾ 巡視結果を安全工程打合せや安全朝礼等で発表し改善活動に反映させる。
❿�　作業所長（又は統括安全衛生責任者）が不在の場合の代理者をあらかじめ定めておき、不在
時にはその者が統括管理業務を引継ぎ代行する。
⓫　重要事項は書類で指示し、結果を必ず確認する。
⓬　職長・安全衛生責任者不在の場合も、前項に準じて対応を決めさせておく。

留 意 事 項

参 考 事 項

作業所長巡視

１
毎
日
の
安
全
施
工
サ
イ
ク
ル

17
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1.  はじめに 
建設現場における遠隔臨場については、『建設現場の遠隔臨場に関する実施について』により、『建

設現場における遠隔臨場に関する実施要領（案）（以下、「本要領」という。）』および『建設現場にお

ける遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）（以下、「監督・検査要領」という。）』を策定し、通

知しているところである。そのため、遠隔臨場実施にあたっては、本要領及び監督・検査要領による

ことを基本とする。 
 

○対象工事 
対象工事については、遠隔臨場の対象工種がある工事は原則、全ての工事に適用するが、通信環境

が整わない現場や工種によって不十分、非効率的な確認になってしまう恐れのある確認項目は、対

象としないこととする。 
①新規発注工事の場合 

発注時において、遠隔臨場の実施を特記仕様書に記載することとする。但し、通信環境が整

わない現場や工種によって不十分、非効率になることが明確な場合は、この限りではない。 
②既契約（特記に記載がない場合）の工事の場合 

a）発注者が対象工事に合致すると判断した工事については、受注者に要請し、実施可能の回答

が得られた場合は、設計変更により実施する。 
b）発注者が対象工事に合致しないと判断した工事については、受注者から遠隔臨場の希望があ

った場合（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策等を含む）、受発注者間で協議し、

特段の事情がない限り、実施することも可とする。 
 

○費用負担 
遠隔臨場実施にかかる費用負担については、以下の通りとする。 
遠隔臨場実施にかかる費用の全額を技術管理費に積上げ計上とする。 
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2.  総則 
2.1  目的 

本要領は、公共工事の建設現場において「段階確認」、「材料確認」と「立会」を必要とする作業

に遠隔臨場を適用して、受発注者の作業効率化を図るとともに、契約の適正な履行として施工履歴

を管理するために、以下の事項を定めるものである。 
1）適用の範囲 

2）遠隔臨場に使用する機器構成と仕様 

3）遠隔臨場による段階確認等の実施及び記録と保管 

 
【解説】 

遠隔臨場とは、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）によって取得した映像及び音声を利

用し、遠隔地から Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うことをい

う。 
本要領は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監

督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、遠隔臨場を適用するにあ

たり、その適用範囲や具体的な実施方法と留意点等を示したものである。 
本要領の目的を踏まえ、遠隔臨場に必要とする機器の準備と運用が可能であり、かつ実施により効

果の見込める工種を対象とする。遠隔臨場を実施する工種の選定は「7.3 確認項目の適応性」を参考と

する。但し、「7.3 確認項目の適応性」については、現場条件により適応性が一致しない場合も想定さ

れることから、現場での適用・不適用を拘束するものではなく、受発注者間にて協議の上、適応性を

判断する。 
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2.  総則 
2.1  目的 

本要領は、公共工事の建設現場において「段階確認」、「材料確認」と「立会」を必要とする作業

に遠隔臨場を適用して、受発注者の作業効率化を図るとともに、契約の適正な履行として施工履歴

を管理するために、以下の事項を定めるものである。 
1）適用の範囲 

2）遠隔臨場に使用する機器構成と仕様 

3）遠隔臨場による段階確認等の実施及び記録と保管 

 
【解説】 

遠隔臨場とは、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）によって取得した映像及び音声を利

用し、遠隔地から Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うことをい

う。 
本要領は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監

督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、遠隔臨場を適用するにあ

たり、その適用範囲や具体的な実施方法と留意点等を示したものである。 
本要領の目的を踏まえ、遠隔臨場に必要とする機器の準備と運用が可能であり、かつ実施により効

果の見込める工種を対象とする。遠隔臨場を実施する工種の選定は「7.3 確認項目の適応性」を参考と

する。但し、「7.3 確認項目の適応性」については、現場条件により適応性が一致しない場合も想定さ

れることから、現場での適用・不適用を拘束するものではなく、受発注者間にて協議の上、適応性を

判断する。 
 

3

2.2 適用の範囲

本要領は、所定の性能を有する遠隔臨場の機器を用いて、『土木工事共通仕様書』に定める「段階

確認」、「材料確認」と「立会」を実施する場合に適用する。

【解説】

受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により取得した映像及び音声を Web 会議シ

ステム等を介して確認するものである。

遠隔臨場については、受発注者間の協議により、適用する工種・確認項目を選定し実施するものと

し、変更契約の際には「7.2 特記仕様書（記載例）」を参考に明示するものとする。

確認実施者が現場技術員の場合は、現場技術員が使用する PC 等にて遠隔臨場の映像（実施状況）

を画面キャプチャ（パソコン等の画面表示を静止画像として保存）等で記録し、情報共有システム

（ASP）等で監督職員へ提出（図 2-1※1）する。

遠隔臨場は、「段階確認」、「材料確認」と「立会」だけではなく、現場不一致、事故等の報告時の活

用を妨げるものではない。

図図 22--11 受受注注者者のの実実施施項項目目 
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（1）段階確認 
『土木工事共通仕様書』、「第 3 編 土木工事共通編 第 1 章 総則」、「第 1 節 総則」、「3-1-1-4 監

督職員による確認及び立会等」に定める「段階確認の臨場」において、「監督職員は、設計図書に定

められた段階確認において臨場を机上とすることができる。」の事項に該当し、動画撮影用のカメラ

（ウェアラブルカメラ等）の機器を用いて、その内容について契約図書との適合を確かめる方法を

記載したものである。なお、この方法は上記事項に記載されている「受注者は、監督職員に施工管

理記録、写真等の資料を提示し確認を受けなければならない。」の事項に該当するものである。 
動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の機器を用いて、Web 会議システム等を利用する

ことにより、監督職員等が確認するのに十分な情報を得ることができた場合に、従来の現場臨場に

代えて、遠隔臨場を利用することが出来るものとする。なお、監督職員等が十分な情報を得られな

いと判断する場合には、受注者にその旨を伝え、機器の調整等により改善を図ることが困難な場合

には、現場臨場による段階確認を実施する。 
 

（2）材料確認 
『土木工事共通仕様書』、「第 2 編 材料編 第 1 章一般事項」、「第 2 節 工事材料の品質」の「1. 一

般事項」及び「4. 見本・品質証明資料」による品質確認及び現物による確認を記載したものである。 
現物による確認においては、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）と Web 会議システム

等を利用することにより、監督職員等が確認するのに十分な情報を得ることができた場合に、従来

の現場臨場に代えて、遠隔臨場を利用することが出来るものとする。なお、監督職員等が十分な情

報を得られないと判断する場合には、受注者にその旨を伝え、機器の調整等により改善を図ること

が困難な場合には、現場臨場による材料確認を実施する。 
工場製作工（共通）において、受注者は鋼材に JIS マーク表示のないものについては、動画撮影

用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の機器を用いて以下のとおり確認するものとする。 
・鋼材に製造ロット番号等が記され、かつ、これに対応するミルシート等が添付されているもの

については、ミルシート等による品質確認及び現物による員数、形状寸法の確認 
・鋼材の製造ロット番号等が不明で、ミルシート等との照合が不可能なもののうち、主要構造部

材として使用する材料については、機械試験による品質確認及び現物による員数、形状寸法確

認による材料確認 
・上記以外の材料については、現物による員数、形状寸法確認 
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（1）段階確認 
『土木工事共通仕様書』、「第 3 編 土木工事共通編 第 1 章 総則」、「第 1 節 総則」、「3-1-1-4 監

督職員による確認及び立会等」に定める「段階確認の臨場」において、「監督職員は、設計図書に定

められた段階確認において臨場を机上とすることができる。」の事項に該当し、動画撮影用のカメラ

（ウェアラブルカメラ等）の機器を用いて、その内容について契約図書との適合を確かめる方法を

記載したものである。なお、この方法は上記事項に記載されている「受注者は、監督職員に施工管

理記録、写真等の資料を提示し確認を受けなければならない。」の事項に該当するものである。 
動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の機器を用いて、Web 会議システム等を利用する

ことにより、監督職員等が確認するのに十分な情報を得ることができた場合に、従来の現場臨場に

代えて、遠隔臨場を利用することが出来るものとする。なお、監督職員等が十分な情報を得られな

いと判断する場合には、受注者にその旨を伝え、機器の調整等により改善を図ることが困難な場合

には、現場臨場による段階確認を実施する。 
 

（2）材料確認 
『土木工事共通仕様書』、「第 2 編 材料編 第 1 章一般事項」、「第 2 節 工事材料の品質」の「1. 一

般事項」及び「4. 見本・品質証明資料」による品質確認及び現物による確認を記載したものである。 
現物による確認においては、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）と Web 会議システム

等を利用することにより、監督職員等が確認するのに十分な情報を得ることができた場合に、従来

の現場臨場に代えて、遠隔臨場を利用することが出来るものとする。なお、監督職員等が十分な情

報を得られないと判断する場合には、受注者にその旨を伝え、機器の調整等により改善を図ること

が困難な場合には、現場臨場による材料確認を実施する。 
工場製作工（共通）において、受注者は鋼材に JIS マーク表示のないものについては、動画撮影

用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の機器を用いて以下のとおり確認するものとする。 
・鋼材に製造ロット番号等が記され、かつ、これに対応するミルシート等が添付されているもの

については、ミルシート等による品質確認及び現物による員数、形状寸法の確認 
・鋼材の製造ロット番号等が不明で、ミルシート等との照合が不可能なもののうち、主要構造部

材として使用する材料については、機械試験による品質確認及び現物による員数、形状寸法確

認による材料確認 
・上記以外の材料については、現物による員数、形状寸法確認 
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（3）立会 
『土木工事共通仕様書』、「第 1 編 共通編 第 1 章 総則」、「1-1-1-2 用語の定義」に定める「立会」

において「契約図書に示された項目について、監督職員等が臨場により、その内容について契約図

書との適合を確かめることをいう。」事項に該当し、この場合における監督職員等が臨場にて行う行

為に動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の機器を用いて、その内容について契約図書と

の適合を確かめる方法を記載したものである。 
動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）と Web 会議システム等を利用することにより、監

督職員等が確認するのに十分な情報を得ることができた場合に、従来の現場臨場に代えて、遠隔臨

場を利用することが出来るものとする。また、立会工種に関しては『土木工事共通仕様書（案）』に

従うものとする。なお、監督職員等が十分な情報を得られないと判断する場合には、受注者にその

旨を伝え、機器の調整等により改善を図ることが困難な場合には、現場臨場による立会を実施する。 
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2.3  施工計画書 

受注者は、遠隔臨場の実施にあたり、施工計画書及び添付資料に次の事項を記載し、監督職員等

の確認を受けなければならない。 
1）適用種別 

2）使用機器と仕様 

3）段階確認等の実施 

 
【解説】 

（1）適用種別 
本要領を適用する「段階確認」、「材料確認」と「立会」項目を記載する。適用する確認項目につ

いては「7.3 確認項目の適応性」を参考にするものとする。但し、「7.3 確認項目の適応性」につい

ては、現場条件により適応性が一致しない場合も想定されることから、現場での適用・不適用を拘

束するものではなく、受発注者間にて協議の上、適応性を判断する。 
 

（2）機器構成と仕様 
本要領に基づいて使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）と Web 会議システム等

を記載する。 
 

1）動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の機器と仕様 

現場（臨場）にて使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の機器と仕様を記

載する。 
2）Web 会議システム等 

動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）を監督職員等へ配信するために使用する Web
会議システム等を記載する。 

 
（3）段階確認等の実施 

本要領に基づいた、「段階確認」、「材料確認」と「立会」の実施方法を記載する。 
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2.3  施工計画書 

受注者は、遠隔臨場の実施にあたり、施工計画書及び添付資料に次の事項を記載し、監督職員等

の確認を受けなければならない。 
1）適用種別 

2）使用機器と仕様 

3）段階確認等の実施 

 
【解説】 

（1）適用種別 
本要領を適用する「段階確認」、「材料確認」と「立会」項目を記載する。適用する確認項目につ

いては「7.3 確認項目の適応性」を参考にするものとする。但し、「7.3 確認項目の適応性」につい

ては、現場条件により適応性が一致しない場合も想定されることから、現場での適用・不適用を拘

束するものではなく、受発注者間にて協議の上、適応性を判断する。 
 

（2）機器構成と仕様 
本要領に基づいて使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）と Web 会議システム等

を記載する。 
 

1）動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の機器と仕様 

現場（臨場）にて使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の機器と仕様を記

載する。 
2）Web 会議システム等 

動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）を監督職員等へ配信するために使用する Web
会議システム等を記載する。 

 
（3）段階確認等の実施 

本要領に基づいた、「段階確認」、「材料確認」と「立会」の実施方法を記載する。 
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2.4  監督職員等による監督の実施項目 

監督職員等による監督の実施項目は、「監督・検査要領」の「4. 監督職員等の実施項目」による。 
 
【解説】 

監督職員等は、監督・検査要領に記載されている内容を確認及び把握するために資料等の提出を請

求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。 
受注者は、本要領に記載されている内容を確認、把握する上で必要な準備、人員及び資機材等の提

供ならびに、必要とする資料の整備をするものとする。 
確認実施者が現場技術員の場合は、現場技術員が使用する PC 等にて遠隔臨場の映像（実施状況）

を画面キャプチャ（パソコン等の画面表示を静止画像として保存）等で記録し、情報共有システム

（ASP）等で監督職員へ提出（図 2-2 ※1）する。（従来の段階確認等資料の管理と同様とする。） 
 

 

図図  22--22  監監督督職職員員等等のの実実施施項項目目  
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2.5  検査職員による検査の実施項目 

検査の実施項目は、「監督・検査要領」の「5. 検査職員の実施項目（書面検査）」による。 
 
【解説】 

遠隔臨場を適用した「段階確認」、「材料確認」と「立会」における検査職員の実施項目を以下に示

す。なお、確認実施者が現場技術員の場合は、実施の記録が監督職員に提出されていることを確認す

る。 
 

 
図図  22--33  検検査査職職員員のの実実施施項項目目  
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2.5  検査職員による検査の実施項目 

検査の実施項目は、「監督・検査要領」の「5. 検査職員の実施項目（書面検査）」による。 
 
【解説】 

遠隔臨場を適用した「段階確認」、「材料確認」と「立会」における検査職員の実施項目を以下に示

す。なお、確認実施者が現場技術員の場合は、実施の記録が監督職員に提出されていることを確認す

る。 
 

 
図図  22--33  検検査査職職員員のの実実施施項項目目  
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3.  遠隔臨場に使用する機器と仕様 
遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備、運

用するものとする。 
 
【解説】 

遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の機器は受注者が準備、運用す

るものとする。また、遠隔臨場に用いる動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）と Web 会議シ

ステム等は監督職員等と協議の上、確認行為を実施できるものを選定する。仕様における参考数値を

「7.1 動画撮影用カメラと Web 会議システム等に関する参考値」に示す。但し、記載の参考数値につ

いては、今後の映像・通信技術向上により、参考数値が適切でなくなる場合も想定されることから、

現場での適用を拘束するものではなく、受発注者間にて協議の上、判断するものとする。 

なお、発注者側にて準備している動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）や既に使用してい

る Web 会議システム等がある場合、また特記仕様書等に資機材準備の別途記載がある場合にはこの限

りではない。 
 

 

 
図図  33--11  機機器器構構成成（（例例））  
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4.  遠隔臨場による段階確認等の実施 
4.1  事前準備 

受注者は、遠隔臨場の実施にあたり、必要な準備をしなければならない。 
 
【解説】 

受注者は、遠隔臨場の実施に先立ち、監督職員等に実施時間、実施箇所（場所）や必要とする資料

等について、監督職員等の確認を行う。なお、監督職員等による確認・立会の実施時間は、監督職員

等の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員等が認めた場合はこの限りでは

ない。 
 

1）段階確認 

受注者は、事前に段階確認に係わる報告（種別、細別、施工予定時期等）を監督職員等に提

出しなければならない。また、監督職員等から段階確認の実施について通知があった場合には、

受注者は、段階確認を受けなければならない。 
 

2）立会依頼書の提出 

受注者は設計図書に従って監督職員等の立会が必要な場合は、あらかじめ立会依頼書を所定

の様式により監督職員等に提出しなければならない。 
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4.  遠隔臨場による段階確認等の実施 
4.1  事前準備 

受注者は、遠隔臨場の実施にあたり、必要な準備をしなければならない。 
 
【解説】 

受注者は、遠隔臨場の実施に先立ち、監督職員等に実施時間、実施箇所（場所）や必要とする資料

等について、監督職員等の確認を行う。なお、監督職員等による確認・立会の実施時間は、監督職員

等の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員等が認めた場合はこの限りでは

ない。 
 

1）段階確認 

受注者は、事前に段階確認に係わる報告（種別、細別、施工予定時期等）を監督職員等に提

出しなければならない。また、監督職員等から段階確認の実施について通知があった場合には、

受注者は、段階確認を受けなければならない。 
 

2）立会依頼書の提出 

受注者は設計図書に従って監督職員等の立会が必要な場合は、あらかじめ立会依頼書を所定

の様式により監督職員等に提出しなければならない。 

    

11 
 

4.2  遠隔臨場の実施及び記録と保存 

受注者は、本要領に従い遠隔臨場を実施する。 
 
【解説】 

（1）資機材の確認 
受注者は、事前に監督職員等と動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）や Web 会議システ

ム等の仕様、通信状況等について確認を行う。また、必要な準備、人員及び資機材等を提供する。 
 

（2）現場（臨場）の確認 
現場（臨場）における確認箇所の位置関係等を把握するため、受注者は実施前に現場（臨場）周

辺の状況を伝え、監督職員等は周辺の状況を把握したことを受注者に伝える。 
 

（3）実施 
受注者は、「工事名」、「工種」、「確認内容」、「設計値」、「測定値」や「使用材料」等の必要な情報

について適宜黒板等を用いて表示する。必要な情報を冒頭で読み上げ、監督職員等による実施項目

の確認を得ること。また、終了時には、確認箇所の内容を読み上げ、監督職員等による実施結果の

確認を得ること。 
 

（4）記録と保存 
受注者は、遠隔臨場の映像と音声を配信するのみであり、記録と保存を行う必要はない。 
確認実施者が現場技術員の場合は、現場技術員が使用する PC 等にて遠隔臨場の映像（実施状況）

を画面キャプチャ（パソコン等の画面表示を静止画像として保存）等で記録し、情報共有システム

（ASP）等で監督職員へ提出（図 2-1 ※1）する。（従来の段階確認等資料の管理同様とする。） 
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5.  留意事項 等 
5.1  効果の把握 

今後の適正な取組みに資するため、実施を通じた効果の検証及び課題の抽出等について、施工者及

び監督職員等を対象としたアンケート調査等により依頼があった場合は対応することとする。 
 
5.2  留意事項 

遠隔臨場にあたっては、以下に留意する。 
（1）施工計画時点では想定できなかった通信機器故障の可能性があると判断された場合（例えば、夏

場の気温上昇、地下水の多量出水等）は、受発注者間で協議して、遠隔臨場の実施可否を検討

する。 
（2）受注者は、被撮影者である当該工事現場の作業員に対して、撮影の目的、用途等を説明し、承諾

を得ること。 
（3）動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は意識が対象物に集中し、足元への注意が

薄れたり、カメラの保持、操作のために両手が塞がることにより、転倒等の事故につながる場

合がある。そのため撮影しながら移動する場合は進行方向の段差・障害物の有無を確認するな

ど、安全対策に留意すること。 
（4）受注者は、作業員のプライバシーを侵害する音声が配信される場合があるため留意すること。 
（5）受注者は、施工現場外ができる限り映り込まないように留意すること。 
（6）受注者は、公的ではない建物の内部や人物が意図せず映り込んでしまった場合は、記録映像から

人物等を特定できないよう必要な措置を行うこと。 
（7）電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。

対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、

監督職員等は机上確認することも可能とする。 
なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。 

（8）受注者は、故意に不良箇所を撮影しない等の行為は行わないこと。 
（9）本要領によりがたい場合は、適宜受発注者間で協議すること。 

 
5.3  その他 

本要領に記載されていない事項については、次の担当者に相談すること。 
 
国土交通省 大臣官房技術調査課  
建設システム管理企画室 技術管理係長 
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5.  留意事項 等 
5.1  効果の把握 

今後の適正な取組みに資するため、実施を通じた効果の検証及び課題の抽出等について、施工者及

び監督職員等を対象としたアンケート調査等により依頼があった場合は対応することとする。 
 
5.2  留意事項 

遠隔臨場にあたっては、以下に留意する。 
（1）施工計画時点では想定できなかった通信機器故障の可能性があると判断された場合（例えば、夏

場の気温上昇、地下水の多量出水等）は、受発注者間で協議して、遠隔臨場の実施可否を検討

する。 
（2）受注者は、被撮影者である当該工事現場の作業員に対して、撮影の目的、用途等を説明し、承諾

を得ること。 
（3）動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は意識が対象物に集中し、足元への注意が

薄れたり、カメラの保持、操作のために両手が塞がることにより、転倒等の事故につながる場

合がある。そのため撮影しながら移動する場合は進行方向の段差・障害物の有無を確認するな

ど、安全対策に留意すること。 
（4）受注者は、作業員のプライバシーを侵害する音声が配信される場合があるため留意すること。 
（5）受注者は、施工現場外ができる限り映り込まないように留意すること。 
（6）受注者は、公的ではない建物の内部や人物が意図せず映り込んでしまった場合は、記録映像から

人物等を特定できないよう必要な措置を行うこと。 
（7）電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。

対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、

監督職員等は机上確認することも可能とする。 
なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。 

（8）受注者は、故意に不良箇所を撮影しない等の行為は行わないこと。 
（9）本要領によりがたい場合は、適宜受発注者間で協議すること。 

 
5.3  その他 

本要領に記載されていない事項については、次の担当者に相談すること。 
 
国土交通省 大臣官房技術調査課  
建設システム管理企画室 技術管理係長 
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6.  費用算出方法 
遠隔臨場実施にかかる費用については、受発注者間の協議を踏まえ、技術管理費に積上げ計上する。

なお、管理費区分は「9：全ての間接費の対象にしない場合」で計上すること。 
機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上することとするが、やむを得ず購入せざるを得

ない機器がある場合は、その購入費に、機器の耐用年数に対する使用期間（日単位）割合を乗じた分

を計上することとする。また、受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え方と

する。 
※耐用年数は、下記の国税庁 HP を参照 
例）カメラ、ﾈｯﾄﾜｰｸｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄ：5 年 
ﾊﾌﾞ、ﾙｰﾀｰ、ﾘﾋﾟｰﾀｰ、LAN ﾎﾞｰﾄﾞ：10 年 
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyone

nsuhyo.html 
〈費用のイメージ〉 
① 撮影機器、モニター機器の賃料（又は損料） 
② 撮影機器の設置費（移設費） 
③ 通信費 
④ その他（ライセンス代、使用料、通信環境の整備等） 
〈留意点〉 
・従来の立会・確認に要する費用は、共通仮設費として率計上されているため、遠隔臨場にあたっ

ては、従来の費用から追加で必要となる費用を計上すること。なお、費用の計上は、受注者から見積

を徴収し対応すること。 
・費用算出にあたっては、実施に必要な最低限の費用を計上すること 
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7.  参考資料 
7.1  動画撮影用カメラと Web会議システム等に関する参考値 

表表  77--11  動動画画撮撮影影用用ののカカメメララにに関関すするる参参考考数数値値  
項目 仕様 備考 

映像 
画素数：640×480 以上 カラー 
フレームレート：15fps 以上  

音声 
マイク：モノラル（1 チャンネル）以上  
スピーカ：モノラル（1 チャンネル）以上  

 
表表  77--22    WWeebb 会会議議シシスステテムムにに関関すするる参参考考数数値値  

項目 仕様 備考 

通信回線速度 下り最大 50Mbps、上り最大 5Mbps 以上  
映像・音声 転送レート（VBR）：平均 1 Mbps 以上  

 
画素数と最低限必要な通信速度を示す。なお、下表は目安であり、利用する人数や映像共有の有無

等の利用環境や電波状況、時間帯に応じて変化することに留意する。 
表表  77--33  画画質質・・画画素素数数とと最最低低限限必必要要なな通通信信速速度度  

画質 画素数 最低限必要な通信速度 
360p 640×480 530kbps 
480p 720×480 800kbps 
720p 1280×720 1.8Mbps 
1080p 1920×1080 3.0Mbps 
2160p 4096×2160 20.0Mbps 

※使用する機器の機能としては仕様を満たしていても、機器の設定により、仕様を満たさない場合

があるため、注意すること。（例：使用する端末の画質を「高設定」にした場合は仕様を満たすが、

「低設定」にした場合、仕様を満たさないことがあるため、端末画質を「高設定」にすること。） 
 

発注者の標準的な通信環境の仕様を示す。下記表を参考にし、発注者の通信環境を確認すること。 
表表  77--44  発発注注者者のの標標準準的的なな通通信信環環境境のの仕仕様様  

項目 仕様 
通信プロトコル方式

及びポート番号 
TCP 80、443 
UDP なし 

利用環境 

OS Windows10 
ブラウザ Microsoft Edge 

アプリケーション 
アプリケーションのインストールは

原則行えません。 

                    別紙 

元請事業者、関係請負人（協力会社）の皆様 

建設業労働災害防止協会 

 

 

特定元方事業者による作業場所の巡視に関する調査 

 

 

ご回答者：                           作業現場 様 

 

 

当協会では現在、法令に定められている「特定元方事業者による作業場所の巡視」

について、遠隔からの実施の可能性を検討しておりますが、その参考とするため以下

の質問にお答えください。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

１ ご回答者についてお尋ねします。 

 

Q1 今回ご回答くださる方は「元請事業者」でしょうか？それとも「関係請負人(協力

会社)」でしょうか、次のいずれかに○をしてください。 

 

（ ）元請事業者      （ ）関係請負人（協力会社） 

 

２ 次に、現在おこなっている（対面による）「巡視」（以下、「直接巡視」とい

う）についてお答えください。 

 

Q2 特定元方事業者が作業場所を巡視する際におこなっている作業間の連絡調整や状

況の確認はどの様なものですか？その方法やポイントなどありましたら以下にお

書きください。 

 

 

 

 

Q3 直接巡視で不安全な状態や行動を発見した時はどの様に指導されていますか？

（or 指導を受けていますか？）その方法を簡単にお答えください。 

 

 

 

－ 19 －
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7.  参考資料 
7.1  動画撮影用カメラと Web会議システム等に関する参考値 

表表  77--11  動動画画撮撮影影用用ののカカメメララにに関関すするる参参考考数数値値  
項目 仕様 備考 

映像 
画素数：640×480 以上 カラー 
フレームレート：15fps 以上  

音声 
マイク：モノラル（1 チャンネル）以上  
スピーカ：モノラル（1 チャンネル）以上  

 
表表  77--22    WWeebb 会会議議シシスステテムムにに関関すするる参参考考数数値値  

項目 仕様 備考 

通信回線速度 下り最大 50Mbps、上り最大 5Mbps 以上  
映像・音声 転送レート（VBR）：平均 1 Mbps 以上  

 
画素数と最低限必要な通信速度を示す。なお、下表は目安であり、利用する人数や映像共有の有無

等の利用環境や電波状況、時間帯に応じて変化することに留意する。 
表表  77--33  画画質質・・画画素素数数とと最最低低限限必必要要なな通通信信速速度度  

画質 画素数 最低限必要な通信速度 
360p 640×480 530kbps 
480p 720×480 800kbps 
720p 1280×720 1.8Mbps 
1080p 1920×1080 3.0Mbps 
2160p 4096×2160 20.0Mbps 

※使用する機器の機能としては仕様を満たしていても、機器の設定により、仕様を満たさない場合

があるため、注意すること。（例：使用する端末の画質を「高設定」にした場合は仕様を満たすが、

「低設定」にした場合、仕様を満たさないことがあるため、端末画質を「高設定」にすること。） 
 

発注者の標準的な通信環境の仕様を示す。下記表を参考にし、発注者の通信環境を確認すること。 
表表  77--44  発発注注者者のの標標準準的的なな通通信信環環境境のの仕仕様様  

項目 仕様 
通信プロトコル方式

及びポート番号 
TCP 80、443 
UDP なし 

利用環境 

OS Windows10 
ブラウザ Microsoft Edge 

アプリケーション 
アプリケーションのインストールは

原則行えません。 

                    別紙 

元請事業者、関係請負人（協力会社）の皆様 

建設業労働災害防止協会 

 

 

特定元方事業者による作業場所の巡視に関する調査 

 

 

ご回答者：                           作業現場 様 

 

 

当協会では現在、法令に定められている「特定元方事業者による作業場所の巡視」

について、遠隔からの実施の可能性を検討しておりますが、その参考とするため以下

の質問にお答えください。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

１ ご回答者についてお尋ねします。 

 

Q1 今回ご回答くださる方は「元請事業者」でしょうか？それとも「関係請負人(協力

会社)」でしょうか、次のいずれかに○をしてください。 

 

（ ）元請事業者      （ ）関係請負人（協力会社） 

 

２ 次に、現在おこなっている（対面による）「巡視」（以下、「直接巡視」とい

う）についてお答えください。 

 

Q2 特定元方事業者が作業場所を巡視する際におこなっている作業間の連絡調整や状

況の確認はどの様なものですか？その方法やポイントなどありましたら以下にお

書きください。 

 

 

 

 

Q3 直接巡視で不安全な状態や行動を発見した時はどの様に指導されていますか？

（or 指導を受けていますか？）その方法を簡単にお答えください。 

 

 

 

－ 19 －
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ご協力ありがとうございました。 

３ 次に、ウェアラブルカメラや定点カメラを使用した「遠隔からの巡視」（以下、

「遠隔巡視」という）について考えをお聞かせください。 

 

Q4 遠隔巡視による作業間の連絡調整はどの程度できると思いますか？当てはまるも

のに○をしてください。 

（ ）できる  （ ）ほぼできる  （ ）やや難しい  （ ）難しい 

 

Q5 遠隔巡視によって元請と下請間のコミュニケーションはどの程度取れると思いま

すか？当てはまるものに○をしてください。 

（ ）できる  （ ）ほぼできる  （ ）やや難しい  （ ）難しい 

 

Q6 遠隔巡視を実施すると、巡視を受ける下請作業者の負担は増えると思いますか？

当てはまるものに○をしてください。 

（ ）負担が増える （ ）少し増える （ ）ほとんど増えない （ ）増えない 

 

Q7 例えば、直接巡視と遠隔巡視を併用ができるとした場合に、直接巡視は少なくて

もどの程度の頻度でおこなうべきだと思いますか？当てはまるものに○を付けて

ください。 

（ ）2 日に 1 回  （ ）3 日に 1 回  （ ）週に 1 回  （ ）作業工程が変わる節目 

（ ）全て遠隔巡視でよい   （ ）全て直接巡視すべき   （  ）その他 

「その他」を選ばれた方は具体的に望ましいと考える頻度を以下にお書きください。 

 

 

 

Q8 遠隔巡視が可能となった場合、積極的に活用したいと思いますか？当てはまるも

のに○を付け、以下にその理由をお書きください。 

（ ）非常に思う （ ）多少思う （ ）あまり思わない （ ）全く思わない 

 

 

 

４ 最後に、遠隔巡視の導入にあたって留意すべきことやご意見などありましたらお

聞かせください。 

 

  

 

－ 20 －

できる 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
ほぼできる 3人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 3人　　　）
やや難しい 2人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 2人　　　）
難しい 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
できる 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
ほぼできる 3人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 3人　　　）
やや難しい 2人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 2人　　　）
難しい 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）

コメント等

負担が増える 2人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 2人　　　）
少し増える 2人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 2人　　　）
ほとんど増えない 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
増えない 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）

コメント等

2日に1回 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
3日に1回 2人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 2人　　　）
週に1回 2人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 2人　　　）
作業工程の節目 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
全て遠隔巡視 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
全て直接巡視 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
その他 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
「その他」の回答理由
又はコメント等
非常に思う 2人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 2人　　　）
多少思う 3人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 3人　　　）
あまり思わない 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
まったく思わない 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）

コメント等

特定元方事業者による作業場所の巡視に関するヒアリング調査　実施結果①
＜ICT技術導入済住宅工事現場＞

ヒアリング項目 総括

直
接
巡
視
の
現
状

作業間連絡調整や状況確認の方法
やポイント

・開口部、会談、壁つなぎ、手摺、安全ネット、工具等
・現場状況確認後、次工程への日程調整
・作業間連絡・調整記録書にサイン・報告をする
・各現場に赴き、現場作業者（職長）と図面納まり不良箇所・現場内危険個所が有れ
ば工事担当者へ電話連絡する
・工種で様々だが、現場で日程と打合せをする
・安全設備、作業状況に応じた安全性の確保、注意点等
・資材置き場や前後工程の作業状況確認及び連携の伝達
・作業後の仕舞いの安全性が保たれているか等

不安全な状態や行動を発見した際の
指導の現状

・まずは不安全行動をしていた職方に指導→職長に指導する
・当社安全衛生協議会に事例報告の上、他職方に周知徹底する
・不安全行動、現場作業を止めて安全指導を行う
・不安全状態、iPhoneのメッセージを利用し工事担当者に写真を添付し連絡する
・電話及び現場で指導をしている（受けている）
・その場で口頭で指導
・その理解度の確認と今後、徹底ができるのかの確認
・なぜ守らなければならないのか？の説明なども交えて指導する
・問題があった場合の指示、指導は遠隔でもあまり変わらず、慣れることが重要

・住宅現場においては、作業の手順は概ね決まっており、注意すべきポイントがある
程度想定できるので、特に1社しか現場にいないような状況であれば、遠隔巡視でも
十分ではないか
・例えば足場に乗った時の感触等を判断材料にすることがあるため、遠隔では分から
ない視聴覚情報以外についても現場に確認する必要がある
・今の定点カメラだと建方完了後からは敷地内全てを映像で映し出せない為、ウェア
ラブルカメラを採用し施行してみたい。ウェアラブルカメラをメインに使用するのは大工
（職長）になるかと思われるが定点カメラでは映し出せない
・遠隔巡視で現場内作業に干渉せずに出来れば良い。作業員とのコミュニケーション
不足になりがちな点に留意するべき
・カメラの耐久性
・仮設電気の早期手配、設置位置計画の確認。建て方完了後の死角をどう管理する
か？建物内部の管理手法検討
・事業主点検や安全協議会でも活用できる技術なので、展開してほしい

・囲い込みの下請との意思疎通は図れる
・カメラの角度指示等は難しい

元請と下請間
のコミュニ
ケーション

（1社1現場、元請3人/協力会社5人）

遠
隔
巡
視
の
可
能
性

作業間の連絡
調整

巡視を受ける
下請作業者の
負担

・カメラを持つ人にも知識が必要
・職長等の代表者にカメラを持ってもらうことになるので、その人に負担がかかる

直接巡視と遠
隔巡視が併用
できるとした場
合の、直接巡
視を行うべき
頻度

・作業内容やその期間によって変動するため、一概に使用頻度は決まらない

積極的な活用

・現状、担当現場を毎日すべて巡回することは不可能なため、優先度の低い現場を遠
隔で確認できればよい
・外構工事着手前に現場状況の確認が出来る
・都内だと現場間の移動にも1時間以上掛かるため、移動時間ロスの削減に繋がる
・自工程前に現場巡視がなくても、搬入をされているか等の現場確認ができるため
・移動時間の短縮。細かく進捗確認が可能であり、注意点などを発見した際は直接連
絡を取り指示や注意を促すことができる。気になる部分についてはFace Timeなどを
利用し詳細確認を行う
・現状は全面導入できる状態になく、直接と遠隔をうまく組み合わせることが必要

遠隔巡視導入の留意点、意見等

－ 21 －58
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ご協力ありがとうございました。 

３ 次に、ウェアラブルカメラや定点カメラを使用した「遠隔からの巡視」（以下、

「遠隔巡視」という）について考えをお聞かせください。 

 

Q4 遠隔巡視による作業間の連絡調整はどの程度できると思いますか？当てはまるも

のに○をしてください。 

（ ）できる  （ ）ほぼできる  （ ）やや難しい  （ ）難しい 

 

Q5 遠隔巡視によって元請と下請間のコミュニケーションはどの程度取れると思いま

すか？当てはまるものに○をしてください。 

（ ）できる  （ ）ほぼできる  （ ）やや難しい  （ ）難しい 

 

Q6 遠隔巡視を実施すると、巡視を受ける下請作業者の負担は増えると思いますか？

当てはまるものに○をしてください。 

（ ）負担が増える （ ）少し増える （ ）ほとんど増えない （ ）増えない 

 

Q7 例えば、直接巡視と遠隔巡視を併用ができるとした場合に、直接巡視は少なくて

もどの程度の頻度でおこなうべきだと思いますか？当てはまるものに○を付けて

ください。 

（ ）2 日に 1 回  （ ）3 日に 1 回  （ ）週に 1 回  （ ）作業工程が変わる節目 

（ ）全て遠隔巡視でよい   （ ）全て直接巡視すべき   （  ）その他 

「その他」を選ばれた方は具体的に望ましいと考える頻度を以下にお書きください。 

 

 

 

Q8 遠隔巡視が可能となった場合、積極的に活用したいと思いますか？当てはまるも

のに○を付け、以下にその理由をお書きください。 

（ ）非常に思う （ ）多少思う （ ）あまり思わない （ ）全く思わない 

 

 

 

４ 最後に、遠隔巡視の導入にあたって留意すべきことやご意見などありましたらお

聞かせください。 

 

  

 

－ 20 －

できる 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
ほぼできる 3人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 3人　　　）
やや難しい 2人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 2人　　　）
難しい 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
できる 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
ほぼできる 3人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 3人　　　）
やや難しい 2人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 2人　　　）
難しい 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）

コメント等

負担が増える 2人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 2人　　　）
少し増える 2人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 2人　　　）
ほとんど増えない 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
増えない 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）

コメント等

2日に1回 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
3日に1回 2人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 2人　　　）
週に1回 2人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 2人　　　）
作業工程の節目 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
全て遠隔巡視 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
全て直接巡視 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
その他 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
「その他」の回答理由
又はコメント等
非常に思う 2人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 2人　　　）
多少思う 3人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 3人　　　）
あまり思わない 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
まったく思わない 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）

コメント等

特定元方事業者による作業場所の巡視に関するヒアリング調査　実施結果①
＜ICT技術導入済住宅工事現場＞

ヒアリング項目 総括

直
接
巡
視
の
現
状

作業間連絡調整や状況確認の方法
やポイント

・開口部、会談、壁つなぎ、手摺、安全ネット、工具等
・現場状況確認後、次工程への日程調整
・作業間連絡・調整記録書にサイン・報告をする
・各現場に赴き、現場作業者（職長）と図面納まり不良箇所・現場内危険個所が有れ
ば工事担当者へ電話連絡する
・工種で様々だが、現場で日程と打合せをする
・安全設備、作業状況に応じた安全性の確保、注意点等
・資材置き場や前後工程の作業状況確認及び連携の伝達
・作業後の仕舞いの安全性が保たれているか等

不安全な状態や行動を発見した際の
指導の現状

・まずは不安全行動をしていた職方に指導→職長に指導する
・当社安全衛生協議会に事例報告の上、他職方に周知徹底する
・不安全行動、現場作業を止めて安全指導を行う
・不安全状態、iPhoneのメッセージを利用し工事担当者に写真を添付し連絡する
・電話及び現場で指導をしている（受けている）
・その場で口頭で指導
・その理解度の確認と今後、徹底ができるのかの確認
・なぜ守らなければならないのか？の説明なども交えて指導する
・問題があった場合の指示、指導は遠隔でもあまり変わらず、慣れることが重要

・住宅現場においては、作業の手順は概ね決まっており、注意すべきポイントがある
程度想定できるので、特に1社しか現場にいないような状況であれば、遠隔巡視でも
十分ではないか
・例えば足場に乗った時の感触等を判断材料にすることがあるため、遠隔では分から
ない視聴覚情報以外についても現場に確認する必要がある
・今の定点カメラだと建方完了後からは敷地内全てを映像で映し出せない為、ウェア
ラブルカメラを採用し施行してみたい。ウェアラブルカメラをメインに使用するのは大工
（職長）になるかと思われるが定点カメラでは映し出せない
・遠隔巡視で現場内作業に干渉せずに出来れば良い。作業員とのコミュニケーション
不足になりがちな点に留意するべき
・カメラの耐久性
・仮設電気の早期手配、設置位置計画の確認。建て方完了後の死角をどう管理する
か？建物内部の管理手法検討
・事業主点検や安全協議会でも活用できる技術なので、展開してほしい

・囲い込みの下請との意思疎通は図れる
・カメラの角度指示等は難しい

元請と下請間
のコミュニ
ケーション

（1社1現場、元請3人/協力会社5人）

遠
隔
巡
視
の
可
能
性

作業間の連絡
調整

巡視を受ける
下請作業者の
負担

・カメラを持つ人にも知識が必要
・職長等の代表者にカメラを持ってもらうことになるので、その人に負担がかかる

直接巡視と遠
隔巡視が併用
できるとした場
合の、直接巡
視を行うべき
頻度

・作業内容やその期間によって変動するため、一概に使用頻度は決まらない

積極的な活用

・現状、担当現場を毎日すべて巡回することは不可能なため、優先度の低い現場を遠
隔で確認できればよい
・外構工事着手前に現場状況の確認が出来る
・都内だと現場間の移動にも1時間以上掛かるため、移動時間ロスの削減に繋がる
・自工程前に現場巡視がなくても、搬入をされているか等の現場確認ができるため
・移動時間の短縮。細かく進捗確認が可能であり、注意点などを発見した際は直接連
絡を取り指示や注意を促すことができる。気になる部分についてはFace Timeなどを
利用し詳細確認を行う
・現状は全面導入できる状態になく、直接と遠隔をうまく組み合わせることが必要

遠隔巡視導入の留意点、意見等

－ 21 －59
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できる 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
ほぼできる 2人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 2人　　　）
やや難しい 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
難しい 2人 （　　　元請 2人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
できる 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
ほぼできる 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
やや難しい 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
難しい 3人 （　　　元請 2人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
コメント等
負担が増える 4人 （　　　元請 2人　　　） （　　　協力会社 2人　　　）
少し増える 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
ほとんど増えない 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
増えない 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
コメント等
2日に1回 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
3日に1回 2人 （　　　元請 2人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
週に1回 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
作業工程の節目 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
全て遠隔巡視 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
全て直接巡視 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
その他 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
「その他」の回答理由
又はコメント等
非常に思う 3人 （　　　元請 2人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
多少思う 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
あまり思わない 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
まったく思わない 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）

コメント等

特定元方事業者による作業場所の巡視に関するヒアリング調査　実施結果②

（1社1現場、元請2人/協力会社3人）

ヒアリング項目 総括

直
接
巡
視
の
現
状

作業間連絡調整や状況確認の方法
やポイント

・4棟の屋根防水修繕工事に付き棟の職長に何をチェックしてきたか確認する
・緊急性がある場合は携帯電話、比較的時間的に余裕があるはパソコンメール・FAX
を用いて指示
・事前に作業指示書を基に作業項目の内容を口頭で摺り合わせする。巡回の際に予
定工程や手順に差異がないか確認する
・安全作業手順、作業内容、進捗状況の確認/電話による

不安全な状態や行動を発見した際の
指導の現状

・屋根防水修繕工事なので、屋根上の作業に付き、屋根上により1人作業禁止とし、
最低2人で作業を行うよう指導している
・①その場で口頭にて指導（注意）。②重大事故発生の要素がある場合→作業中止、
ミーティング、改善策
・即座に作業員の作業を止めさせて、状況と原因の確認し改善を指導する
・昼礼などで職方を集め指導する（受ける）

・作業の効率化面でメリットは大きいが、遠隔巡視が直接と同等にできるかは、カメラ
を装着する者の行動、力量により大きく左右される
・元請若手社員がカメラ持つ場合、指示は出しやすいが、安全面の不安がある
・一方、下請の職長や作業員がカメラを持つ場合、日頃から元請とコミュニケーション
取れている場合は問題ないが、人の入れ替わりやそうでない場合は不安
・長い目で見て実行したい
・作業工程管理においては活用できそうだが、安全管理面においては不安がある

・遠隔操作者とのやりとりや電波状況や貴重機器の扱い面で問題が出てくる

元請と下請間
のコミュニ
ケーション

＜ICT技術未導入小規模現場（主任技術者専任義務が課せられない現場）＞

遠
隔
巡
視
の
可
能
性

作業間の連絡
調整

巡視を受ける
下請作業者の
負担

・カメラ装着者への負担と慣れないことへの負担がどうしても生じる

直接巡視と遠
隔巡視が併用
できるとした
場合の、直接
巡視を行うべ
き頻度

積極的な活用

・作業日にキーマンとなる職長にカメラを常時携帯させる、複数台携帯させることで、1
日に1回の直接巡視では得られない、見えない時間帯、空間の巡視が可能となる
・カメラを装着することで、現場の請負人が問題個所を探すKYの能力や意識向上につ
ながることを期待する
・カメラ等デバイスの数が多ければ網羅性など現場の安全水準の向上には寄与する
・現場は人手不足により休みがない中、最低限の休みを確保したい
・昨今の管理者、担い手不足が大きな問題となっている建設業界において、100%頼る
事は無理があると思うが、遠隔巡視でできることは大いに活用すべきと考える
・協力業者としてはいつも通りと思われる

遠隔巡視導入の留意点、意見等

－ 22 －

できる 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
ほぼできる 5人 （　　　元請 3人　　　） （　　　協力会社 2人　　　）
やや難しい 8人 （　　　元請 4人　　　） （　　　協力会社 4人　　　）
難しい 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
できる 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
ほぼできる 2人 （　　　元請 1人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
やや難しい 10人 （　　　元請 5人　　　） （　　　協力会社 5人　　　）
難しい 1人 （　　　元請 1人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
負担が増える 3人 （　　　元請 2人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
少し増える 9人 （　　　元請 5人　　　） （　　　協力会社 4人　　　）
ほとんど増えない 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
増えない 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
コメント等
2日に1回 2人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 2人　　　）
3日に1回 3人 （　　　元請 2人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
週に1回 2人 （　　　元請 1人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
作業工程の節目 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
全て遠隔巡視 2人 （　　　元請 1人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
全て直接巡視 2人 （　　　元請 1人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
その他 2人 （　　　元請 2人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）

「その他」の回答理由
又はコメント等

非常に思う 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
多少思う 1人 （　　　元請 1人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
あまり思わない 12人 （　　　元請 6人　　　） （　　　協力会社 6人　　　）
まったく思わない 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）

コメント等

・現場の巡視は安全だけでなく、工程進捗、品質、技術の伝承なども含めたコミュニ
ケーションの場となることから、ICT技術が進んだとしても、直接顔を合わせて会話を
することは必須であると思う
・小規模現場で危険作業が生じる可能性が低い場合は、遠隔巡視による大まかな部
分のチェックで十分（但し、週に1回は直接現場を見るべき）
・例えば足場に乗った時の感触等を判断材料にすることがあるため、遠隔では分から
ない視聴覚情報以外についても現場に確認する必要がある
・熟練監理者の技術ノウハウを若手に継承するためのツールとして活用できるのでは
ないか

遠
隔
巡
視
の
可
能
性

作業間の連絡
調整

元請と下請間
のコミュニ
ケーション

巡視を受ける
下請作業者の
負担

・遠隔巡視は1人では行えず、相手のカメラ所持者の負担が増える

直接巡視と遠
隔巡視が併用
できるとした
場合の、直接
巡視を行うべ
き頻度

・直接巡視が基本であり、直接巡視時における職長、作業員等とのコミュニケーション
がお互いの信頼関係を築くには重要なポイントであると考える。直接巡視が基本と
し、遠隔巡視はその補足程度の利用
・全てを遠隔巡視に置き換えることはできず、併用したとしても、直接巡視を減らすこと
は出来ない

積極的な活用

・遠隔巡視では設備的不備はより精度よく確認できるが、コミュニケーションには難が
あるので、代替ではなく、あくまで直接現場巡視と併用してなら使える
・現状、カメラ所持者に対して映してほしい場所等を指示する必要があるため、遠隔で
見ている側がカメラの向きや角度を自在に操作できると有用なツールになるのではな
いか
・遠隔での指摘が多くなると、監視されている感にもなり、やる気、モチベーションにも
影響する
・全てが遠隔巡視に置き換わり、直接巡視が行われなくなる等、安易な方向へ行かな
いようにする必要がある
・ドローン、ロボットの導入、3DVR、ARの活用で臨場感が分かるようになる等、今後の
技術革新で十分に代替が出来るものになれば活用する

遠隔巡視導入の留意点、意見等

特定元方事業者による作業場所の巡視に関するヒアリング調査　実施結果③
＜ICT技術導入済大規模現場（50人以上）＞

ヒアリング項目 総括

直
接
巡
視
の
現
状

作業間連絡調整や状況確認の方法
やポイント

・前日の打ち合わせ内容以外の作業の有無、不安全行動の有無、スポット業者の作
業状況、現場ルールの遵守状況確認
・作業員への声掛けによる体調チェック、前日打合に沿った作業内容の確認、現場
ルール順守状況・不安全行動の有無の確認、安全設備の状況確認
・作業内容及び法令遵守等の確認、作業環境・安全設備の確認、個々の作業員の体
調確認
・safie go（定点カメラ）、openspace（施工管理ツール）、wowtalk（メッセージアプリ）等
のツールを利用
・グリーンサイトのワークサイト上で作業間連絡調整を行い、注意、指摘、周知事項は
画像を表示しながら、Teamsにてオンラインで実施

不安全な状態や行動を発見した際の
指導の現状

・不安全行動について、緊急性が高いものはその場で注意・是正し、それ以外のもの
は、職長およびJV担当者（若年者が多い）へ伝達し、指導、改善依頼をする
・昼打合せ時に協力業者、元請職員全体に対して、口頭、写真により指導を行う
・重大事故発生の要素がある場合は作業を中止し、勉強会を行い再周知する

（1社3現場、元請7人/協力会社6人）

－ 23 －

60
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できる 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
ほぼできる 2人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 2人　　　）
やや難しい 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
難しい 2人 （　　　元請 2人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
できる 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
ほぼできる 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
やや難しい 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
難しい 3人 （　　　元請 2人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
コメント等
負担が増える 4人 （　　　元請 2人　　　） （　　　協力会社 2人　　　）
少し増える 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
ほとんど増えない 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
増えない 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
コメント等
2日に1回 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
3日に1回 2人 （　　　元請 2人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
週に1回 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
作業工程の節目 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
全て遠隔巡視 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
全て直接巡視 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
その他 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
「その他」の回答理由
又はコメント等
非常に思う 3人 （　　　元請 2人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
多少思う 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
あまり思わない 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
まったく思わない 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）

コメント等

特定元方事業者による作業場所の巡視に関するヒアリング調査　実施結果②

（1社1現場、元請2人/協力会社3人）

ヒアリング項目 総括

直
接
巡
視
の
現
状

作業間連絡調整や状況確認の方法
やポイント

・4棟の屋根防水修繕工事に付き棟の職長に何をチェックしてきたか確認する
・緊急性がある場合は携帯電話、比較的時間的に余裕があるはパソコンメール・FAX
を用いて指示
・事前に作業指示書を基に作業項目の内容を口頭で摺り合わせする。巡回の際に予
定工程や手順に差異がないか確認する
・安全作業手順、作業内容、進捗状況の確認/電話による

不安全な状態や行動を発見した際の
指導の現状

・屋根防水修繕工事なので、屋根上の作業に付き、屋根上により1人作業禁止とし、
最低2人で作業を行うよう指導している
・①その場で口頭にて指導（注意）。②重大事故発生の要素がある場合→作業中止、
ミーティング、改善策
・即座に作業員の作業を止めさせて、状況と原因の確認し改善を指導する
・昼礼などで職方を集め指導する（受ける）

・作業の効率化面でメリットは大きいが、遠隔巡視が直接と同等にできるかは、カメラ
を装着する者の行動、力量により大きく左右される
・元請若手社員がカメラ持つ場合、指示は出しやすいが、安全面の不安がある
・一方、下請の職長や作業員がカメラを持つ場合、日頃から元請とコミュニケーション
取れている場合は問題ないが、人の入れ替わりやそうでない場合は不安
・長い目で見て実行したい
・作業工程管理においては活用できそうだが、安全管理面においては不安がある

・遠隔操作者とのやりとりや電波状況や貴重機器の扱い面で問題が出てくる

元請と下請間
のコミュニ
ケーション

＜ICT技術未導入小規模現場（主任技術者専任義務が課せられない現場）＞

遠
隔
巡
視
の
可
能
性

作業間の連絡
調整

巡視を受ける
下請作業者の
負担

・カメラ装着者への負担と慣れないことへの負担がどうしても生じる

直接巡視と遠
隔巡視が併用
できるとした
場合の、直接
巡視を行うべ
き頻度

積極的な活用

・作業日にキーマンとなる職長にカメラを常時携帯させる、複数台携帯させることで、1
日に1回の直接巡視では得られない、見えない時間帯、空間の巡視が可能となる
・カメラを装着することで、現場の請負人が問題個所を探すKYの能力や意識向上につ
ながることを期待する
・カメラ等デバイスの数が多ければ網羅性など現場の安全水準の向上には寄与する
・現場は人手不足により休みがない中、最低限の休みを確保したい
・昨今の管理者、担い手不足が大きな問題となっている建設業界において、100%頼る
事は無理があると思うが、遠隔巡視でできることは大いに活用すべきと考える
・協力業者としてはいつも通りと思われる

遠隔巡視導入の留意点、意見等

－ 22 －

できる 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
ほぼできる 5人 （　　　元請 3人　　　） （　　　協力会社 2人　　　）
やや難しい 8人 （　　　元請 4人　　　） （　　　協力会社 4人　　　）
難しい 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
できる 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
ほぼできる 2人 （　　　元請 1人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
やや難しい 10人 （　　　元請 5人　　　） （　　　協力会社 5人　　　）
難しい 1人 （　　　元請 1人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
負担が増える 3人 （　　　元請 2人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
少し増える 9人 （　　　元請 5人　　　） （　　　協力会社 4人　　　）
ほとんど増えない 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
増えない 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
コメント等
2日に1回 2人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 2人　　　）
3日に1回 3人 （　　　元請 2人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
週に1回 2人 （　　　元請 1人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
作業工程の節目 1人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
全て遠隔巡視 2人 （　　　元請 1人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
全て直接巡視 2人 （　　　元請 1人　　　） （　　　協力会社 1人　　　）
その他 2人 （　　　元請 2人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）

「その他」の回答理由
又はコメント等

非常に思う 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
多少思う 1人 （　　　元請 1人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）
あまり思わない 12人 （　　　元請 6人　　　） （　　　協力会社 6人　　　）
まったく思わない 0人 （　　　元請 0人　　　） （　　　協力会社 0人　　　）

コメント等

・現場の巡視は安全だけでなく、工程進捗、品質、技術の伝承なども含めたコミュニ
ケーションの場となることから、ICT技術が進んだとしても、直接顔を合わせて会話を
することは必須であると思う
・小規模現場で危険作業が生じる可能性が低い場合は、遠隔巡視による大まかな部
分のチェックで十分（但し、週に1回は直接現場を見るべき）
・例えば足場に乗った時の感触等を判断材料にすることがあるため、遠隔では分から
ない視聴覚情報以外についても現場に確認する必要がある
・熟練監理者の技術ノウハウを若手に継承するためのツールとして活用できるのでは
ないか

遠
隔
巡
視
の
可
能
性

作業間の連絡
調整

元請と下請間
のコミュニ
ケーション

巡視を受ける
下請作業者の
負担

・遠隔巡視は1人では行えず、相手のカメラ所持者の負担が増える

直接巡視と遠
隔巡視が併用
できるとした
場合の、直接
巡視を行うべ
き頻度

・直接巡視が基本であり、直接巡視時における職長、作業員等とのコミュニケーション
がお互いの信頼関係を築くには重要なポイントであると考える。直接巡視が基本と
し、遠隔巡視はその補足程度の利用
・全てを遠隔巡視に置き換えることはできず、併用したとしても、直接巡視を減らすこと
は出来ない

積極的な活用

・遠隔巡視では設備的不備はより精度よく確認できるが、コミュニケーションには難が
あるので、代替ではなく、あくまで直接現場巡視と併用してなら使える
・現状、カメラ所持者に対して映してほしい場所等を指示する必要があるため、遠隔で
見ている側がカメラの向きや角度を自在に操作できると有用なツールになるのではな
いか
・遠隔での指摘が多くなると、監視されている感にもなり、やる気、モチベーションにも
影響する
・全てが遠隔巡視に置き換わり、直接巡視が行われなくなる等、安易な方向へ行かな
いようにする必要がある
・ドローン、ロボットの導入、3DVR、ARの活用で臨場感が分かるようになる等、今後の
技術革新で十分に代替が出来るものになれば活用する

遠隔巡視導入の留意点、意見等

特定元方事業者による作業場所の巡視に関するヒアリング調査　実施結果③
＜ICT技術導入済大規模現場（50人以上）＞

ヒアリング項目 総括

直
接
巡
視
の
現
状

作業間連絡調整や状況確認の方法
やポイント

・前日の打ち合わせ内容以外の作業の有無、不安全行動の有無、スポット業者の作
業状況、現場ルールの遵守状況確認
・作業員への声掛けによる体調チェック、前日打合に沿った作業内容の確認、現場
ルール順守状況・不安全行動の有無の確認、安全設備の状況確認
・作業内容及び法令遵守等の確認、作業環境・安全設備の確認、個々の作業員の体
調確認
・safie go（定点カメラ）、openspace（施工管理ツール）、wowtalk（メッセージアプリ）等
のツールを利用
・グリーンサイトのワークサイト上で作業間連絡調整を行い、注意、指摘、周知事項は
画像を表示しながら、Teamsにてオンラインで実施

不安全な状態や行動を発見した際の
指導の現状

・不安全行動について、緊急性が高いものはその場で注意・是正し、それ以外のもの
は、職長およびJV担当者（若年者が多い）へ伝達し、指導、改善依頼をする
・昼打合せ時に協力業者、元請職員全体に対して、口頭、写真により指導を行う
・重大事故発生の要素がある場合は作業を中止し、勉強会を行い再周知する

（1社3現場、元請7人/協力会社6人）

－ 23 －
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「特定元方事業者による遠隔巡視のあり方検討」中間報告より 
  

（１） 遠隔巡視により現場を把握する方法手段（機器等）の要件 

直接現場巡視に近づけるための最低要件 

視覚、聴覚情報の相互伝達手段、触覚、嗅覚等 

 

ア 視覚に対応するカメラ 

（ア） 死角がないこと ⇒ 360°定点カメラ＋モバイルカメラ併用とするか 

（イ） 現場を正確に映し出せること ⇒ 遠隔臨場で定める画素数、フレームレート等の仕様要

件で十分か？ 

（ウ） スマートフォン、タブレット等 

 

イ 聴覚に対応するマイク、スピーカー 

（ア） リアルタイム（即時性）で相互にコミュニケーションができること 

（イ） スマートフォン、タブレット等通じて遠隔地と繋がれていること 

 

ウ 現場の視聴覚情報を遠隔地とつなぐ Web 会議システム 

（ア） 通信状態が巡視中に良好に維持され、断絶がないこと 

（イ） 通信が不正アクセスにより妨害されないこと 

（ウ） 遠隔地と現場が Zoom、Teams 等により通信機器を通じて円滑に視聴覚情報のやりとり

ができること 

（エ） 画質・画素数に応じた最低限必要な通信速度確保 

 

エ 触覚、嗅覚に対応する各種測定器、センサー等 

  遠隔巡視に現在の技術でどこまで対応可能か？ 

（ア） 触覚のうち温湿度、風速等は計測器で対応可能 

（イ） 触覚のうち手触り、足触りはできるか？ 

（ウ） 嗅覚については煙、火元等検知センサー、有機溶剤等簡易測定器等の備え付け 

 

（２） 遠隔巡視を行う場合の人的な課題と対応策 

ア 現場作業員等関係者が機器を使いこなせること、負担感を負わせないこと 

・機器を使いこなせないと巡視が成り立たない。 

・現場職長等が機器の装着に負担を感じ、装着を回避しようとする可能性がある。 

 

イ 遠隔巡視を行う元方事業者が映像を見て適切に状況把握できること 

・モニターに写し出された映像を理解できない可能性がある。 

 

ウ 元方事業者が遠隔で職長・安全衛生責任者等に即時、適切に指示できること 

・遠隔巡視者が現場作業員の理解できる言葉で指示できない可能性がある。 

 

エ 現場の職長、安全衛生責任者等が元方事業者から遠隔で指示を受けて作業員に対して

適切に対応できること 
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・現場職長等が遠隔巡視者の指示を適切に理解できない可能性がある。 

 

オ 以上の課題に対応するため、遠隔巡視のための教育、講習が必要ではないか？ 

そのための教育等内容を定めるとともに講師について確保できるか？ 

 

（３） 現場の規模や作業リスク等の状況に応じた遠隔巡視と直接巡視の組み合わせ 

現場の規模（人数、空間）や作業のリスクに応じた直接巡視と遠隔巡視の最適な組み合わ

せはどの辺りにあるか？ 

 

ア 人数規模 

（ア） 統括安全衛生責任者の選任が義務付けられている現場 50 人以上 

直接巡視／日 ＋ α 定点カメラ、モバイルカメラ監視／日 

 

（イ） 店社安全衛生管理者の選任が義務付けられている現場 20 人～50 人未満 

直接巡視／日 ＋ α 定点カメラ、モバイルカメラ／週？月？ 

店社安全衛生管理者の月 1 回の巡視は遠隔巡視で可能か？災害防止協議会への参

画の際に直接巡視できるのではないか？ 

 

（ウ） 元方事業者の労働者が常駐する小規模な現場     20 人未満 

（建設業法による主任技術者の専任が義務付けられている現場） 

直接巡視／日 ＋ α 店社から定点カメラ、モバイルカメラ 

 

（エ） 元方事業者の労働者が常駐しない小規模な現場    20 人未満 

（建設業法による主任技術者の専任が義務付けられていない現場） 

遠隔巡視／日 ＋ 直接巡視／週 2 回以上？ 

＋ α 店社から定点カメラ、モバイルカメラ 

直接巡視の頻度について、最低週１回、2 回必要か？ 

作業工程の変更、新たな作業開始時には必ず直接巡視を行うことを要件 

 

イ 面積、容積等空間規模 

上記人数規模を必要条件としたうえで、面積、容積等空間規模を考慮すべきか 

定点カメラで死角を生じない空間規模とするか？ 

複数台の定点カメラ設置によりカバーされる場合で良しとしてよいか？   

 

ウ 作業のリスクの程度 

上記の現場の規模の要素の他、作業のリスクの程度に応じて、直接現場巡視と遠隔巡視の

組み合わせをどうすべきかの検討も必要である。 
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遠隔巡視のあり方検討について今後の検討課題及び対応案 

中小規模建設事業者向けヒアリング項目 
 

 

 特定元方事業者による作業場所の巡視（労働安全衛生法第 30 条）を遠隔巡視によって実

施する場合にて想定される「課題」とそれに対する「対策」の案について、ご意見をお聞か

せください。以下の対策等に問題がないと思われる場合は「はい」に、問題がある場合は

「いいえ」に○（マル）をしてください。 

また、各課題に対するご意見などをどうぞご自由にコメント欄にお書きください。 

ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

＊本ヒアリングでの「遠隔巡視」とは、 

特定元方事業者が、Web 会議システム、モニター等を通じて、定点カメラや現場の関係請

負人等が装着したモバイル（ウェアラブル）カメラを活用した遠隔監視により、労働安全衛

生法第 30 条に基づく作業場所の巡視を行うことを指します。 

 

事業場名［                    ］ 

従業員数［   ］人 

主な建設工事の種類（御社が主に行う建設工事に「〇」を付してください（複数可）。） 

［（ ）土木工事、（ ）建築工事、（ ）低層住宅工事、 （ ）設備工事 

その他（     ）］ 

 

 

ご連絡先：ご担当者役職・氏名（                       ） 

    ℡：（                       ） 

    E-mail：（                     ） 
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Ⅰ 「遠隔巡視を行う場合の機器や体制整備の課題と対応策」についてお伺いします。 

課題 1-1  遠隔巡視を可能とする条件として、現場の職長等にウェアラブルカメラ装着（スマホ含

む）及び現場に定点カメラ設置を活用することを検討していますが、そのような機器の導入

は可能ですか。 

 

ご回答 1-1 （ はい ・ いいえ ） 

 

課題 1-2 遠隔巡視でウェアラブルカメラを活用する場合、巡視にカメラを持つ者が現場に必要にな

りますが、そのような現場体制を組むことが可能ですか。 

 

ご回答 1-2 （ はい ・ いいえ ） 

 

コメント欄 

 

 

 

 

 

課題２ 現場作業員等関係者がカメラ等機器を使いこなせないことや負担がかかる。 

 

対策２-1 遠隔巡視者、現場作業員等の双方が機器使用を習熟できるよう、研修又は訓練を

実施する。（理由：機器を使いこなせないと巡視が成り立たないため） 

 

ご回答２-1 対策２-1 でよろしいでしょうか。 （ はい ・ いいえ ） 

 

コメント欄 

 

 

 

 

 

対策 2-2 事前に遠隔巡視の必要性、利点、限界及び対応方法を機器装着者に理解してもら

うための、説明会、研修等を実施する。 

（理由：現場職長等が機器の装着に負担を感じ、装着を回避する可能性があるた

め） 
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ご回答 2-2 対策 2-2 でよろしいでしょうか。 （ はい ・ いいえ ） 

コメント欄 

 

 

 

 

 

課題３ 元方事業者側がモニターに写し出された映像を理解できない可能性がある。 

 

対策３ カメラ、モニターの映像の特性を理解し、正しく状況を把握できるようにする。ま

た、見ただけで判断できない場合は、現場の作業員に聴取して状況を把握するように

する。 

(理由：遠隔巡視を行う元方事業者が映像を見て適切に状況把握する必要なため) 

 

ご回答３ 対策３でよろしいでしょうか。 （ はい ・ いいえ ） 

 

コメント欄 

 

 

 

 

 

課題４ 理解できる言葉で指示できない可能性がある。 

 

対策４ 遠隔巡視者は、現場作業員等が理解できる単語を使用し、主語、述語、目的語をは

っきりさせて話すようにして、指示事項が理解されているか、適宜確認するようにす

る。 

   (理由：元方事業者が遠隔で職長・安全衛生責任者等に即時、適切に指示する必要が

あるため) 

 

ご回答４ 対策４でよろしいでしょうか。  （ はい ・ いいえ ） 

 

コメント欄 
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課題５ 指示を適切に理解できない可能性がある。 

 

対策５ 現場作業員等は、よく聞こえない時、指示内容がはっきりしないときは、遠隔巡視

者に聞き返すようにする。 

（理由：現場の職長、安全衛生責任者等は元方事業者から遠隔での指示を受けて作業

員に対して適切に対応する必要があるため） 

 

ご回答５ 対策５でよろしいでしょうか。  （ はい ・ いいえ ） 

 

コメント欄 

 

 

 

 

 

課題６ 以上の内容を習熟するために遠隔巡視のための教育、講習が必要ではないか。その

ための教育等の内容を定めるとともに、講師の確保はできるか？ 

 

対策６ 遠隔巡視者、現場作業員等の双方が機器の使用を教示されて習熟できるよう、一定

の要件（時間数、教育内容等）を定めて、事業者が教育、講習等を実施する。 

 

ご回答６ 対策６でよろしいでしょうか。  （ はい ・ いいえ ） 

    

コメント欄 
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Ⅱ 現場の規模（人数、空間）や作業リスク等の状況に応じた遠隔巡視と直接巡視の最適な

組み合わせがどの辺りにあるか、お尋ねします。 

 

１． 人数規模について 

 

課題と対策 6-1：ケース 1 の場合 

人 数 規

模 
統括安全衛生責任者の選任が義務付けられている現場 50 人以上 

組 合 せ 直接巡視／日 ＋ α 定点カメラ、ウェアラブルカメラ監視／日 

前 提 条

件 

１日に１回以上統括安全衛生責任者が作業場所を直接巡視し、それ以外の時間

は、定点カメラで作業場所を映し出し、それを現場事務所から随時監視し、問題

があれば、スマートフォン等で是正指導する。 

 

ご回答 6-1 対策 6-1 の対応でよろしいでしょうか。（ はい ・ いいえ ） 

 

課題と対策 6-2：ケース 2 の場合 

人 数 規

模 
店社安全衛生管理者の選任が義務付けられている現場 20 人～50 人未満 

組 合 せ 直接巡視／日 ＋ α 定点カメラ、ウェアラブルカメラ／週？月？ 

前 提 条

件 

１日に１回以上元方事業者の現場責任者が作業場所を直接巡視し、１月に１回以

上店社安全衛生管理者が安衛則第 18 条の 8 に基づき作業場所を巡視するため

（災防協議会へ参画の際、リスクの高い作業については直接現場巡視とする）。

また、それ以外の時間は、定点カメラで作業場所を映し出し、それを現場事務所

から随時監視し、問題があれば、スマートフォン等で是正指導する。 

 

ご回答 6-2 対策 6-2 の対応でよろしいでしょうか。（ はい ・ いいえ ） 

 

課題と対策 6-3：ケース 3 の場合     

人 数 規

模 

元方事業者の労働者が常駐する小規模な現場：20 人未満 

（建設業法による主任技術者の専任が義務付けられている現場） 

組 合 せ 直接巡視／日 ＋ α 店社から定点カメラ、ウェアラブルカメラ 

前 提 条

件 

１日に１回以上元方事業者の現場責任者が作業場所を直接巡視する。それ以外の

時間は定点カメラで作業場所を映し出し、それを現場事務所から随時監視し、問

題があれば、スマートフォン等で是正指導する。 

 

ご回答 6-3 対策 6-3 の対応でよろしいでしょうか。（ はい ・ いいえ ） 
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課題と対策 6-4：ケース 4 の場合 

人 数 規

模 

元方事業者の労働者が常駐しない小規模な現場：20 人未満 

（建設業法による主任技術者の専任が義務付けられていない現場） 

組 合 せ 
遠隔巡視／日 ＋ 直接巡視／週 2 回以上？＋ α 店社から定点カメラ、

ウェアラブルカメラ 

前 提 条

件 

１日に１回以上元方事業者の現場担当者が作業場所を遠隔巡視する。それ以

外の時間は、定点カメラで作業場所を映し出し、それを店社から随時監視

し、問題があれば、スマートフォン等で是正指導する。ただし、作業工程の

変更、新たな作業開始時には必ず直接巡視を行うことを要件とする。 

 

ご回答 6-4 対策 6-4 の対応でよろしいでしょうか。（ はい ・ いいえ ） 

 

ケース４について、ご自由にご意見をお書きください。 

 

コメント欄 

 

 

 

 

 

２． 映像の死角について 

 

課題 7 作業現場における間仕切り等による死角がある場合 

 

対策 7 定点カメラにより作業者の存在をカバーできる範囲に限り、遠隔巡視を可能とす

る。 

 

ご回答 7 対策 7 の対応でよろしいでしょうか。  （ はい ・ いいえ ） 

 

コメント欄 
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３． 作業のリスクの程度について 

 

課題 8 作業毎に異なるリスクへの対応をどうするか 

 

対策 8 現場規模の要素の枠組みを原則としつつ、作業のリスクが高いと判断される場合、

直接現場巡視の頻度を上げる。 

（理由：上記の現場の規模の要素の他、作業のリスクの程度に応じて、直接現場巡視

と遠隔巡視の組合せをどうすべきかの検討も必要であるため） 

リスクの高い作業例：クレーン作業、足場、作業床の貸与、鉄骨組み立て作業等 

 

ご回答 8 対策 8 の対応でよろしいでしょうか。  （ はい ・ いいえ ） 

 

コメント欄（特にリスクの高い作業は他にどのようなものがあるか？） 
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Ⅳ その他の議論 

 

 課題 6-2 の「組合せ」について 

 店社安全衛生管理者の月 1回の巡視は遠隔巡視で可能でしょうか。 

 災防協議会への参画の際に直接巡視できるのではないでしょうか。 

 

コメント欄 

 

 

 

 

 

 課題 6-4 の「組合せ」について 

 直接巡視の頻度について、最低週１回、2回必要か。 

 また、作業工程の変更、新たな作業開始時には必ず直接巡視を行うことを要件とすべきか。 

 

コメント欄 

 

 

 

 

 

 

 課題 7 の「映像の死角」について 

 上記人数規模を必要条件としたうえで、作業現場における間仕切りの有無等を考慮すべきか。 

 定点カメラで、直接現場巡視でカバーし得る範囲で死角を生じなければ問題無しとしてよいか。 

 複数台の定点カメラ設置によりカバーされる場合で問題無しとしてよいか。  

 上記人数規模を必要条件とした上で、面積、容積等空間規模を考慮すべきか。 

 

コメント欄 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ

72



― 91 ―

 

Ⅳ 専任の主任技術者を要しない 20 人未満規模の小規模現場（非専任現場）の実態につい

て 

１．非選任現場では、特定元方事業者の作業場所巡視を行う担当者 1 人につき、概ね何現場

を担当してますか？ 

 ① ２現場以下  ② ３～５現場  ③ ６～10 現場  ④10 現場以上 

 

２．混在作業（元方及び請負人の労働者の作業が同一の場所で行われる場合）の実態をお聞

きします。1 ヶ月間の現場での作業の実態から、複数の事業者がどの程度同一の場所で作

業を行っていますか？ 

 

（１）複数の事業者が同じ現場内で(短時間でも)一緒に作業することはありますか？ 

  

 ⇒（はい・いいえ） 

 

はいの場合、そのような日は 1 ヶ月に何日くらい有りますか？ 

①ほぼ毎作業日 ②11～20 日／月 ③６～10 日／月 ④5 日未満／月 

 

（２）時間は重ならないが、午前と午後というように同じ日の中で別の時間帯に異なる事業

者が作業することはありますか？ 

  

 ⇒（はい・いいえ） 

 

はいの場合、そのような日は 1 ヶ月に何日くらい有りますか？ 

①ほぼ毎作業日 ②11～20 日／月 ③６～10 日／月 ④5 日未満／月 

 

（３）1 日単位では、一事業者のみですが、期間を長くして見ると、異なる事業者が入れ替

わり現場に入って作業をすることはありますか？ 

  

 ⇒（はい・いいえ） 

 

はいの場合、そのような日は 1 ヶ月に何日くらい有りますか？ 

①ほぼ毎作業日 ②11～20 日／月 ③６～10 日／月 ④5 日未満／月 

 

 

以上、ご協力ありがとうございました。
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